




当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値
動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投
資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、
投資元本が保証されているものではなく、これを割込むこと
があります。信託財産に生じた利益および損失は、すべて受
益者に帰属します。

委託会社の情報提供窓口
◆お電話によるお問合わせ先
電話番号　03－5643－5265（営業日の9：00～17：00）

◆委託会社のホームページ
アドレス　http://www.daiwa-am.co.jp/

本文書は、証券取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
本文書により行なう「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」の受益証

券の募集については、委託会社は、証券取引法（昭和23年法律第25号）第 5条の規定に
より、有価証券届出書を平成18年 8 月 4 日に関東財務局長に提出しており、平成18年
8 月20日にその届出の効力が生じております。
当該有価証券届出書第三部の内容を記載した「投資信託説明書（請求目論見書）」は、
投資者の請求により交付されます（請求を行なった場合には、その旨をご自身で記録し
ておくようにして下さい。）。なお、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードす
ることもできます。

投資信託説明書（交付目論見書）



投資信託振替制度への移行について（お知らせ） 
 

 

◆投資信託振替制度とは、 

 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（｢振替口座簿｣

といいます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行され

ません。 

 
◆振替制度に移行すると 

 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。 

 
 

 ファンドは、平成 19 年 1 月 4 日より、投資信託振替制度への移行を予定しており、移

行後のファンドの受益権は「社債等の振替に関する法律」※の規定の適用を受けること

とします。 

※ 政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読替える

ものとし、「社債、株式等の振替に関する法律」を含め、以下「社振法」といいます。 

 

 
◆振替受益権について 

 

 平成 19 年 1 月 4 日より、ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受けること

とし、同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託会社があらかじめこのファ

ンドの受益権を取扱うことに同意した振替機関およびこの振替機関にかかる口座

管理機関（以下、｢振替機関等｣という場合があります。）の振替口座簿に記載また

は記録されることにより定まります。(以下、振替口座簿に記載または記録される

ことにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。) 

 ファンドの受益権は、交付目論見書本文の「第一部 証券情報」「(11) 振替機

関に関する事項｣に記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがっ

て取扱われるものとします。 

 ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関

に関する事項｣に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われま

す。 
 



 

◆既に発行された受益証券の振替受益権化について 

 

 委託会社は、交付目論見書本文の「第二部 ファンド情報」「第１ ファンドの

状況」「７ 管理及び運営の概要」の｢信託約款の変更｣に記載の手続きにより、信

託約款の変更を行なう予定であり、この信託約款の変更が成立した場合、受益者を

代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載または記録を申請することができ

るものとします。 

 原則としてファンドの平成18年12月 29日現在のすべての受益権※を受益者を代

理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。 

 ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中にお

いて委託会社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。 

 

※ 受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約に

かかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。 

 

 振替受入簿に記載または記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記

録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）は無効

となり、当該記載または記録により振替受益権となります。 

 また、委託会社は、受益者を代理して受益権を振替受入簿に記載または記録を申

請する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 

 

 くわしくは添付の「信託約款（平成 19 年 1 月 4 日適用予定）の変更内容につい

て」をご覧下さい。 

 
 

以上 
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目論見書の概要

りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ
りそな・東 京 応 援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）
りそな・埼 玉 応 援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）
りそな・多 摩 応 援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）
りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）
りそな・中 部 応 援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）
りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）
りそな・大 阪 応 援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）
りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）

本概要は、後掲の「有価証券届出書の内容」（交付目論見書本文）を要約したものです。詳細は、交付目論見
書本文の該当箇所をご覧下さい。

ファンドの概要

目 的 お よ び
基 本 的 性 格

追加型株式投資信託／バランス型
安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期
的な成長をめざして運用を行ないます。

主 要 投 資 対 象
①（※）応援マザーファンドの受益証券
②ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券
③世界REITマザーファンドの受益証券

マザーファンドの
主 要 投 資 対 象

①わが国の証券取引所上場株式
②海外の公社債等
③海外の証券取引所上場および店頭登録（上場予定および登録予定を含み
ます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以
下総称して「不動産投資信託証券」といいます。）

投 資 態 度

①主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定的な配当
等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長を
めざして運用を行ないます。
②各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比
率を目処に投資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比
率を変更することがあります。
・（※）応援マザーファンドの受益証券

……信託財産の純資産総額の3分の1
・ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券

……信託財産の純資産総額の3分の1
・世界REITマザーファンドの受益証券

……信託財産の純資産総額の3分の1
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◆投資家のみなさまにおかれましては、商品の内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さいますよう、よろしく
お願い申上げます。

投 資 態 度
（つづき）

③保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘ
ッジは行ないません。
④当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

主 な 投 資 制 限
①株式への直接投資は、行ないません。
②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

価額変動リスク

当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券
（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大
きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、
これを割込むことがあります。信託財産に生じた利益および損失は、すべ
て受益者に帰属します。

お 買 付 単 位
各ファンドについて、最低単位を1円単位または1口単位として販売会社が
定める単位
（注）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

お 買 付 価 額
（1万口当り）

各ファンドについて、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額
（当初申込期間中については1万口当り1万円）

お 買 付 時 の
申 込 手 数 料

販売会社が別に定めるものとします。なお、販売会社におけるお買付時の
申込手数料の料率の上限は、2.1％（税抜 2.0％）です。
（注1）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
（注2）お申込手数料には、消費税等が課されます。
（注3）「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、お申込手数料はかかりません。

お 申 込 み の
受 付 中 止 日 ・
受 付 時 間

①ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（LIFFE）または
オーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受
付日とするお買付けおよびご換金の申込みの受付けは行ないません。
②委託会社の各営業日※の午後3時（年末年始など半休日においては午前11
時）までに受付けたお買付けおよびご換金の申込み（当該お申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として
取扱います。この時刻を過ぎて行なわれるお申込みは、翌営業日※の取
扱いとなります。
※前①のお申込受付中止日を除きます。

決 算 日 毎月13日（休業日の場合翌営業日）

収 益 分 配

毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
ただし、第１計算期末および第2計算期末には、収益の分配は行ないません。
（注1）当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
（注2）お取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。

信 託 期 間 平成18年9月27日から平成28年10月13日まで

信 託 報 酬 率 信託財産の純資産総額に対して年率1.3125％（税抜1.25％）
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（注）上記の「主要投資対象」および「投資態度」の項にある（※）は、以下の各々の場合において、次のよ
うに読替えるものとします。

「りそな・東 京 応 援・資産分散ファンド」の場合 東　　京

「りそな・埼 玉 応 援・資産分散ファンド」の場合 埼　　玉

多　　摩

神 奈 川

中　　部

京都滋賀

大　　阪

兵　　庫

「りそな・多 摩 応 援・資産分散ファンド」の場合

「りそな・神奈川応援・資産分散ファンド」の場合

「りそな・中 部 応 援・資産分散ファンド」の場合

「りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド」の場合

「りそな・大 阪 応 援・資産分散ファンド」の場合

「りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド」の場合

●お申込受付中止日について●

当初設定日から平成18年12月末までのお申込受付中止日は、次のとおりです（休業日の変更等により、

変更になる場合があります。）。

平成18年
9月

該当なし

同年
10月

該当なし

同年
11月

該当なし

同年
12月

25日
26日
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りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ
ファンドの特色

「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」は、次の8本の
ファンドで構成されています。11

各ファンドは、マザーファンドを通じて、わが国の株式ならびに海
外の公社債および不動産投資信託証券に3分の1ずつを目処に投資
し、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財
産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

22

りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

1/3

1/31/3

［各ファンド共通］�

・個別銘柄の投資価値を
分析して、銘柄ごとの配
当利回り、期待される成
長性、相対的な割安度
などを勘案し投資銘柄を
選定します。�
・業種および国・地域配分
の分散を考慮します。�

・コーヘン・アンド・ステ
ィアーズ・キャピタル・
マネジメント・インクに
外貨建資産の運用にかか
る権限を委託します。�

海外の公社債�

日本の株式�

［各ファンド共通］�

・主として海外のソブリン
債等を投資対象とします。�
・ドル通貨圏、欧州通貨圏
への投資割合をそれぞ
れ５０％程度ずつとするこ
とを基本とします。�
・格付けについては、国債：
Ａ格相当以上、国債以外：
AA格相当以上（いずれ
も取得時）とすることを
基本とします。�

・わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。�
・ファンドごとに、主として、下記の各株式（株式公開企業の株式に限ります。）に投資します。�

海外のリート�

りそな・東京応援・資産分散ファンド�

東京（東京23区内）企業の株式�

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド�

神奈川県企業の株式�

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド�

京都府・滋賀県企業の株式�

りそな・埼玉応援・資産分散ファンド�

埼玉県企業の株式（県内企業、進出企業）�

りそな・中部応援・資産分散ファンド�

愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業の株式�

りそな・大阪応援・資産分散ファンド�

大阪府企業の株式�

りそな・多摩応援・資産分散ファンド�

多摩地域（東京23区以外の東京都内）企業の株式�

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド�

兵庫県企業の株式�

◆◆◆資産配分のイメージ◆◆◆

りそな・東 京 応 援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん）

りそな・埼 玉 応 援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん）

りそな・多 摩 応 援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん）

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん）

りそな・中 部 応 援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん）

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん）

りそな・大 阪 応 援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん）

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん）
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毎月1回、13日（休業日の場合翌営業日）に決算を行ない、収益分
配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
ただし、第1計算期末および第2計算期末には、収益の分配は行な
いません。

（注）分配開始は、平成18年12月の決算からになります。

〈分配方針〉
◆分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。

◆原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。

◆基準価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を
考慮して売買益（評価益を含みます。）等を中心に分配する場合があります。

◆分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

33

（注1）上記は、「投資態度」に規定されている「各マザーファンドの標準組入比率」をもとに作成した資産配分
イメージであり、実際の組入比率とは異なります。

（注2）各資産への投資は、下記の各マザーファンドを通じて行ないます。各マザーファンドの投資対象および投
資方針について、くわしくは後掲のご説明をご参照下さい。

◎保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
◎当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に
入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

○○

東 京

埼 玉

多 摩

神 奈 川

中 部

京都滋賀

大 阪

ひょうご

□□

東 京

埼 玉

多 摩

神 奈 川

中 部

京都滋賀

大 阪

兵 庫

◇◇

東京（東京23区内）

埼玉県（県内企業、進出企業）

多摩地域（東京23区以外の東京都内）

神奈川県

愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県

京都府・滋賀県

大阪府

兵庫県

［投資対象資産］�［マザーファンド］�

海外の公社債�ハイグレード・ソブリン・マザーファンド�

海外のリート�世界REITマザーファンド�

日本の株式�
（◇◇企業の株式）�□□応援マザーファンド�

りそな・○○応援・�
資産分散ファンド�

※図中の各記号（○○、□□、◇◇）を、各ファンドごとに次のとおり読替えて下さい。
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販売会社は、各ファンドにおいて、その収受した信託報酬の一部（毎
年、各ファンドごとに、8月決算日時点の純資産総額の0.05％程
度）を、地方公共団体、社会的課題に取組む団体、社会貢献活動を行
なっている非営利団体等に寄付を行ない、当該団体等を通じて各地
域の発展に貢献いたします。

●寄付先・寄付金額については運用報告書等において受益者に報告します。

●ただし、将来的には状況によって寄付金額等が変更になることがあります。

44

1月�

分配�

2月�

分配�

3月�

分配�

4月�

分配�

5月�

分配�

6月�

分配�

7月�

分配�

8月�

分配�

9月�

分配�

10月�

分配�

11月�

分配�

12月�

分配�

収益分配のイメージ

・分配開始は、平成18年12月の決算からになります。
・上記は、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものではありません。
・分配金額は、収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配
をお約束するものではありません。分配金が支払われない場合もあります。
・ファンドの基準価額は変動します。投資元本、利回りが保証されているものではありません。
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1．主要投資対象［各マザーファンド共通］
わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。

2．投資態度

「日本の株式」部分の各マザーファンドの運用について

東 京 応 援
マザーファンド

①主として、東京企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②東京企業とは、東京23区内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、各区毎に投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおけ
る業種分散、銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定し
ます。

埼 玉 応 援
マザーファンド

①主として、埼玉県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②埼玉県企業とは、埼玉県内に本社を置いている企業（以下、「県内企業」といいます。）と、埼玉県に進出し
雇用を創出している企業（以下、「進出企業」といいます。）とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、県内従業員数など埼玉県との関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業
については時価総額、進出企業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオにおける銘
柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

多 摩 応 援
マザーファンド

①主として、多摩地域企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②多摩地域企業とは、東京23区以外の東京都内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

神 奈 川 応 援
マザーファンド

①主として、神奈川県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②神奈川県企業とは、神奈川県内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

中 部 応 援
マザーファンド

①主として、愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業（株式公開企業に限ります。）の
株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業とは、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、山
梨県、新潟県および長野県内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

京都滋賀応援
マザーファンド

①主として、京都府・滋賀県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②京都府・滋賀県企業とは、京都府および滋賀県内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

大 阪 応 援
マザーファンド

①主として、大阪府企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②大阪府企業とは、大阪府内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

兵 庫 応 援
マザーファンド

①主として、兵庫県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成長をめざします。

②兵庫県企業とは、兵庫県内に本社を置いている企業とします。

③ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分
散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。

各マザーファンド
に共通の規定

④株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の90％程度以上とすることを基本とします。

⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の
準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の運用について

主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された債券、国際
機関債など）を投資対象とし、安定的な利子等収益の確保および信託財産の着実な成長をめざし
て運用を行ないます。

投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。

イ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポンドおよび
北欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の純資産総額の50％
程度ずつとすることを基本とします（上記の投資割合は10％の範囲内で変動することがあり
ます。）。

※北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クローネ

ロ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投資割合

を50％程度とすることを基本とします。

ドル通貨圏内の割合�

米ドル�
（ドル通貨圏の50％程度）�

ドル通貨圏� 欧州通貨圏�

米ドル以外�
（カナダ・ドル、オーストラリア・ドル等）�

欧州通貨圏内の割合※�

ユーロ�
（欧州通貨圏の50％程度）�

ユーロ以外�
（ポンド、北欧通貨等）�

1

2

ポートフォリオのイメージ図

※欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されてい
る比率をユーロで実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、配分比率を見直します。

ハ．国債については、取得時においてA格相当以上（ムーディーズでA3以上またはS&PでA－以
上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得時においてAA格相当以
上（ムーディーズでAa3以上またはS&PでAA－以上）とすることを基本とします。

ニ．ポートフォリオの修正デュレーションは5（年）程度から10（年）程度の範囲を基本とします。

ホ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用すること

があります。
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外貨建資産への投資にあたっては、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合計を、信

託財産の純資産総額の100％に近づけることを基本とします。

保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、

保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう

ことができるものとします。

3

4

信用度

高い

低い

ムーディーズ社の場合

Aaa

Aa

A

Baa

Ba
B
Caa
Ca
C

Ｓ＆Ｐ社の場合

｝※1｝※2｛ Aa1
Aa2
Aa3

AAA

AA

A

BBB

BB
B
CCC
CC
C
D

｛ AA＋
AA
AA－

｛ A1
A2
A3 ｛ A＋

A
A－

投
資
適
格

国債については、取得時に
おいてA格相当以上（※2）
とすることを基本としま
す。国債を除く投資対象の
格付けは、取得時において
AA格相当以上（※1）とする
ことを基本とします。

金利が変動したときに債券の価格がどの程度変化するかを示す指標です。この値が大きいほど金利が変動し
たときの債券価格への影響が大きくなります。

デュレーションについて

債券の格付けについて

債券の格付けとは、償還時までの債券の元本、利息の支払いの確実性に関する将来の見通しを示すもので、
ムーディーズ社やスタンダード・アンド・プアーズ社（Ｓ＆Ｐ社）といった格付機関が各債券の格付けを行な
っています。付与された格付けは、随時見直しが行なわれ、発行体の財務状況の変化などによって格上げや
格下げが行なわれることがあります。

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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「世界REITマザーファンド」の運用について

主として海外の証券取引所上場および店頭登録（上場予定および登録予定を含みます。）の不動産投

資信託証券を投資対象とし、安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運

用を行ないます。

投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。

イ．個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対的な割安

度などを勘案し投資銘柄を選定します。

ロ．組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。

外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメン

ト・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。

不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の80％程度以上に維持

することを基本とします。

保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、

保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう

ことができるものとします。

1

2

3

4

5

大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託
財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。

［リート（REIT）について］

◆リート（REIT）とは、Real Estate Investment Trustの略称です。

◆不動産投資に特化した会社（または信託）です。

◆リートは株式等を発行して投資家から集めた資金により不動産を購入し、購入した不動産からの収入や売却
によって得た利益を配当として投資家に分配します。

・米国最初のリート専門の運用会社として1986年7月に設立。
・リート運用では最大級の資産規模。
・ワールドワイドなリサーチ力と運用力を有する。
・優先証券、公益株、バリュー株その他の高配当株の運用にも進出。インカム重視の運用を全般に展開。
・所在地：アメリカ合衆国、ニューヨーク州、ニューヨーク

〈コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクについて〉



11

価額変動リスクなど

当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替
リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本
が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為
により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込
み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。

①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）

株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、
短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥っ
た場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場
合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）

公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落し
ます（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債
の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等に
より、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債
務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および
償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額
が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。

③　リート（不動産投資信託）への投資に伴なうリスク

・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの
投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対す
る投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。

リートは、株式と同様に証券取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見
通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。

価額変動リスク
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・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。した
がって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収
益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。
・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動
産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することが
あります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴なって大き
な損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落するこ
とも想定されます。
・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがありま
す。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となる
ことが考えられます。
・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化す
る可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもあ
りえます。

・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リート
の価格や配当が影響を受けることが考えられます。
・証券取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあ
ります。

組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割
込むことがあります。

リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に
影響を与えることが想定されます。

リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。

価額変動リスクなど
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りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
は、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止され
た場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。た
だし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。

④　外国証券への投資に伴なうリスク

イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レ
ートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市
場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、
当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投
資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するため
の為替ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レ
ートの変動の影響を直接受けます。
ロ．カントリー・リスク

投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、
または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、
方針に沿った運用が困難となることがあります。

⑤　その他

イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければな
らないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初
期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因とな
ります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、債
務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落
する要因となります。

換金性が制限される場合
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お買付時期 原則としていつでもお買付けをお申込みいただけます。

●ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（LIFFE）
またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を
申込受付日とするお申込みの受付けは行ないません。

●なお、委託会社の各営業日※の午後3時（年末年始など半休日においては
午前11時）までに受付けたお申込み（当該お申込みにかかる販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この
時刻を過ぎて行なわれるお申込みは、翌営業日※の取扱いとなります。

※上記のお申込受付中止日を除きます。

お買付単位 各ファンドについて、最低単位を1円単位または1口単位と
して販売会社が定める単位とします。
（注）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。

お買付価額 お買付価額（1万口当り）は、各ファンドについて、お買付
申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中につい
ては1万口当り1万円）です。

申込手数料 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定める
ものとします。なお、販売会社におけるお買付時の申込手
数料の料率の上限は、2.1％（税抜 2.0％）です。
（注1）くわしくは、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
（注2）申込手数料には、消費税等が課されます。
（注3）「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

お買付けは…

ご投資の手引き
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りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

分 配 時 期 毎月1回決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配
を行ないます。ただし、第１計算期末および第2計算期末に
は、収益の分配は行ないません。

●決算日は、毎月13日（休業日の場合翌営業日）です。

支 払 方 法 当ファンドには、「分配金再投資コース」と「分配金支払い
コース」があります。

●「分配金再投資コース」をご利用の場合

収益分配金は、税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。

●「分配金支払いコース」をご利用の場合

収益分配金は、原則として決算日から起算して5営業日目以降にお支払
いいたします（税金が差引かれます。）。

（注）お取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会
社により異なる場合があります。

収益分配金は…
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ご投資の手引き

●個人の受益者の場合

普通分配金について、平成20年３月31日まで10％（所得税７％および地方
税３％）の税率による源泉徴収が行なわれます。申告不要制度が適用され
ますが、確定申告を行ない、総合課税を選択することもできます。
上記に記載の10％（所得税７％および地方税３％）の税率は、平成20年４
月１日から、20％（所得税15％および地方税５％）となります。

●法人の受益者の場合

普通分配金について、平成20年３月31日まで７％（所得税７％）の税率で
源泉徴収され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。
上記に記載の７％（所得税７％）の税率は、平成20年４月１日から、15％
（所得税15％）となります。

（注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

収益分配金に対する税金は…

収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとな
る「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分で、
税金はかかりません。）の区分があります。

①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の
場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収
益分配金の全額が普通分配金となります。

②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っ
ている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該収
益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。
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りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

ご換金時期 原則としていつでもご換金をお申込みいただけます。

●ただし、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（LIFFE）
またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を
申込受付日とするお申込みの受付けは行ないません。

●なお、委託会社の各営業日※の午後3時（年末年始など半休日においては
午前11時）までに受付けたお申込み（当該お申込みにかかる販売会社所定
の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この
時刻を過ぎて行なわれるお申込みは、翌営業日※の取扱いとなります。

※上記のお申込受付中止日を除きます。

ご換金単位 各ファンドについて、最低単位を1口単位として販売会社が
定める単位とします。
※信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の「解約請求」には制限があります。

支払開始日 代金は、原則としてお申込受付日から起算して5営業日目以
降にお支払いいたします。

お 手 取 額 1万口当りのお手取額は、次のとおりです。

●「解約請求」の場合

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、所得税および地方税（個別元
本超過額の10％。平成20年４月１日から20％。）を差引いた金額となりま
す。申告不要制度が適用されますが、確定申告を行ない、総合課税を選
択することもできます。なお、解約差損については、確定申告により、
株式の売買益との通算が可能となります。

●「解約請求」の場合

解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、所得税（個別元本超過額の
７％。平成20年４月１日から15％。）を差引いた金額となります。地方税
の源泉徴収はありません。

（注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

ご換金は…

［個人の受益者の場合］

［法人の受益者の場合］
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ご投資の手引き

平成28年10月13日が信託期間終了日です。

●ただし、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合等には、繰上償
還することがあります。

信託期間は…

支払開始日など 償還金は、原則として信託終了日から起算して5営業日目以
降にお支払いいたします。

●個人の受益者の場合、償還時の個別元本超過額について、平成20年３月
31日まで10％（所得税７％および地方税３％）の税率による源泉徴収が行
なわれます。申告不要制度が適用されますが、確定申告を行ない、総合
課税を選択することもできます。なお、償還差損については、確定申告
により、株式の売買益との通算が可能となります。
上記に記載の10％（所得税７％および地方税３％）の税率は、平成20年４
月１日から、20％（所得税15％および地方税５％）となります。

●法人の受益者の場合、償還時の個別元本超過額について、平成20年３月
31日まで７％（所得税７％）の税率で源泉徴収され法人の受取額となり
ます。地方税の源泉徴収はありません。
上記に記載の７％（所得税７％）の税率は、平成20年４月１日から、15％
（所得税15％）となります。

（注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。

償還金は…
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りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

信託報酬など 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純
資産総額に年1.3125％（税抜 1.25％）の率を乗じて得た
額とし、信託財産でご負担いただきます。
（注1）信託報酬の配分については、交付目論見書本文をご参照下さい。
（注2）「世界REITマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、委託会社が受ける信託報酬の

中から支払うものとします。くわしくは、交付目論見書本文をご参照下さい。

●監査報酬、有価証券売買時の売買委託手数料、資産を外国で保管する場
合の費用等を信託財産でご負担いただきます。

（注）信託報酬、監査報酬および有価証券売買時の売買委託手数料に対する消費税等に相当する金額
を信託財産でご負担いただきます。

信託報酬などは…

●受益証券は、原則として無記名式です（ご希望により記名式にすることも
できます。）。

●「分配金再投資コース」をご利用の場合には、受益証券は「保護預り」と
させていただきます。

（注）ファンドの受益権は、平成19年１月４日より、振替制度に移行する予定であり、委託会社は、
やむを得ない事情等がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。受益権の帰属は、振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されることにより定まります。したがって、保護預りの形態はなく
なります。くわしくは、冒頭の「投資信託振替制度への移行について（お知らせ）」および交付
目論見書本文をご参照下さい。

受益証券は…
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1. 基準価額

2. 個別元本

受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数
料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本
（個別元本）にあたります。
受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当
該受益者が追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均する
ことにより算出されます。
受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該特別分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となり
ます。

純資産総額（信託財産に属する資産を時価により評価して得た資産総額か
ら負債総額を控除した金額をいいます。）を、計算日における受益権口数で
除した1万口当りの価額をいいます。基準価額は、組入有価証券の値動き
等により、日々変動します。

●用語のご説明●

ご投資の手引き りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

●毎年２月および８月の計算期末に、期間中の運用経過のほか信託財産の
内容、有価証券売買状況などを記載した「運用報告書」を作成いたしま
す。保護預りをご利用の方には、あらかじめお申出いただいたご住所に
お届けいたします。

●基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ること
ができるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載さ
れます。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。

運用経過のお知らせは…



 

 

 

有価証券届出書の内容 

（交付目論見書本文） 
 

 

提 出 先 関東財務局長 殿 

 

提 出 日 平成 18 年 8 月 4 日提出 

 

発 行 者 名         大和証券投資信託委託株式会社 

 

代表者の役職氏名 取締役社長 樋口三千人 

 

本店の所在の場所 東京都中央区日本橋茅場町二丁目 10 番 5 号 

 

事務連絡者氏名         長谷川英男 

 

    連絡場所 本店の所在の場所に同じ 

 

    電話番号 03-5695-2111 

 

 

届出の対象とした募集内国投資信託受益証券に係るファンドの名称 

りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） 

りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） 

りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） 

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） 

りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） 

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） 

りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） 

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） 

（総称を「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」とします。） 

 

届出の対象とした募集内国投資信託受益証券の金額 

(1) 当初申込期間（平成 18 年 8 月 21 日から平成 18 年 9 月 26 日まで） 

 各ファンドについて 500 億円（ただし、りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛

称：多摩ブンさん）については 300 億円）を上限とし、合計で 3,800 億円を上限とし

ます。 

(2) 継続申込期間（平成 18 年 9 月 27 日から平成 19 年 11 月 6 日まで） 

 各ファンドについて 1 兆円を上限とし、合計で 8 兆円を上限とします。 

 

 

縦覧に供する場所 

 

該当ありません。 
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第一部 証券情報 

 

(1) ファンドの名称 

 りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） 

 りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） 

 りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） 

 りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） 

 りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） 

 りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） 

 りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） 

 りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） 

（注 1）上記の総称を「りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ」とします。 
（注 2）以下「当ファンド」という場合、上記を総称して、またはそれぞれを指していうもの

とします。 

 

(2) 内国投資信託受益証券の形態等 

 追加型証券投資信託（契約型）の受益証券であり、原則として無記名式です。なお、受益

者の請求により無記名式から記名式への変更、また記名式から無記名式への変更を行なうこ

とが可能です。格付けは、取得しておりません。 

 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日

以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読替えるものとし、「社債、株式等の

振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける予定であ

り、受益権の帰属は、後述の「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替

機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含

め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり

ます（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と

いいます。）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する

受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。 

 

(3) 発行（売出）価額の総額 

① 当初申込期間 

 各ファンドについて 500 億円（ただし、りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：

多摩ブンさん）については 300 億円）を上限とし、合計で 3,800 億円を上限とします。 

② 継続申込期間 

 各ファンドについて 1 兆円を上限とし、合計で 8 兆円を上限とします。 

 

(4) 発行（売出）価格 

① 当初申込期間 各ファンドについて 1 万口当り 1 万円とします。 

② 継続申込期間 

 各ファンドについて 1 万口当り取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 

 

 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則

として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで

ご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 
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(5) 申込手数料 

① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.1％（税抜 2.0％）となってい

ます。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されま

す。 

③ ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

(6) 申込単位 

 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

 

(7) 申込期間 

① 当初申込期間 平成 18 年 8 月 21 日から平成 18 年 9 月 26 日まで 

② 継続申込期間 平成 18 年 9 月 27 日から平成 19 年 11 月 6 日まで 

 （終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。） 

 

(8) 申込取扱場所 

 委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(9) 払込期日 

① 当初申込期間 

 受益証券の取得申込者は、当初申込期間中に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数

料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合計額をいいます。以下同じ。）を

販売会社において支払うものとします。 

 販売会社は、当初申込期間中における取得申込金額の総額を、当初設定日（平成 18 年 9

月 27 日）に、委託会社の口座に払込みます。委託会社は、同日、当初申込期間にかかる発

行価額の総額を、受託会社の当ファンドにかかる口座に払込みます。 

② 継続申込期間 

 受益証券の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ

下さい。）までに、取得申込代金を販売会社において支払うものとします。 

 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信

託が行なわれる日に、委託会社の口座に払込みます。委託会社は、同日、各取得申込受付

日にかかる発行価額の総額を、受託会社の当ファンドにかかる口座に払込みます。なお、

ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より投資信託振替制度（「振替制度」と称する場

合があります。）に移行する予定であり、販売会社は振替受益権にかかる各取得申込受付日

における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれる日に委託会社の指

定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。 
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(10) 払込取扱場所 

 受益証券の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。 

申込取扱場所については、前(8)をご参照下さい。 

 

(11) 振替機関に関する事項 

 該当事項はありません。なお、ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移

行する予定であり、その場合の振替機関は下記のとおりです。 

株式会社 証券保管振替機構 

 

(12) その他 

① 受益証券の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込み

を行なうものとします。 

② ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦＥ）またはオースト

ラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益証券の取得

および換金の申込みの受付けは、行ないません。 

 当初設定日から平成 18 年 12 月末までの申込受付中止日は、次のとおりです（休業日の

変更等により、変更になる場合があります。）。 

平成 18 年 
9 月 

同年 
10 月 

同年 
11 月 

同年 
12 月 

該当なし 該当なし 該当なし 
25 日 
26 日 

③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時（年末年始など半休日においては午前 11 時）まで

に受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完

了したもの）を、当日の受付分として取扱います。上記の時刻を過ぎて行なわれる申込み

は、翌営業日（※）の取扱いとなります。 

（※）前②の申込受付中止日を除きます。 

④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配

金再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配

金支払いコース」があります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下

さい。なお、コース名は、販売会社により異なる場合があります。 

⑤ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資

約款にしたがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同

様の権利義務関係を規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契

約または規定は、当該別の名称に読替えるものとします（以下同じ。）。 

⑥ 取得申込金額に利息は付きません。 

⑦ 受益者は、販売会社との間で保護預りに関する契約を締結したうえで、受益証券を販売

会社の保護預りとすることができます。なお、「分配金再投資コース」をご利用の場合、受

益証券は保護預りとさせていただきます。 

（注）ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、受益証

券は発行されず、受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることに

より定まります。したがって、保護預りの形態はなくなります。 

⑧ ＜振替受益権について＞ 

 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4日より振替制度に移行する予定であり、社振法の規

定の適用を受け、上記「(11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関の振替業にかかる業

務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。 
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 ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「(11) 振替機関に関する事

項」に記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。 

 

（参考） 

◆投資信託振替制度とは、 

ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。 

・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といい

ます。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。 

◆振替制度に移行すると 

・原則として受益証券を保有することはできなくなります。 

・受益証券を発行しませんので、盗難や紛失のリスクが削減されます。 

・ファンドの設定、解約等における決済リスクが削減されます。 

・振替口座簿に記録されますので、受益権の所在が明確になります。 

・非課税などの税制優遇措置が平成 20 年 1 月以降も継続されます。 

⑨ ＜既発行受益証券の振替受益権化について＞ 

 委託会社は、「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ７ 管理及び運営の概要 

（5）その他 ② 信託約款の変更」7.の手続きにより信託約款の変更を行なう予定であり、こ

の信託約款の変更が成立した場合、受益者を代理してファンドの受益権を振替受入簿に記載

または記録を申請することができるものとし、原則としてファンドの平成 18 年 12 月 29 日現

在のすべての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一

部解約にかかる一部解約金の支払開始日が平成 19 年 1 月 4 日以降となるものを含みます。）

を受益者を代理して平成 19 年 1 月 4 日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。

ただし、保護預りではない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託会

社が受益証券を確認した後、当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載または記録

された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかか

る収益分配金交付票を含みます。）は無効となり、当該記載または記録により振替受益権とな

ります。また、委託会社は、受益者を代理して受益権を振替受入簿に記載または記録を申請

する場合において、販売会社に当該申請の手続きを委任することができます。 
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第二部 ファンド情報 

 

第１ ファンドの状況 

 

１ ファンドの性格 

 

(1) ファンドの目的及び基本的性格 

 当ファンドは、追加型株式投資信託（バランス型）であり、安定的な配当等収益の確保と

値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 

 なお、「バランス型」とは、社団法人投資信託協会による追加型株式投資信託の商品分類に

おいて、「約款上の株式組入限度 70％未満のファンドで、株式、公社債等のバランス運用、

あるいは公社債中心の運用を行なうもの」をいいます。 

 

＜信託金の限度額＞ 

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、各ファンドについて次の額を限度として信託金を追

加することができます。 

りそな・東京応援・資産分散ファンド（愛称：大江戸ブンさん） 3,000億円

りそな・埼玉応援・資産分散ファンド（愛称：埼玉ブンさん） 1,500億円

りそな・多摩応援・資産分散ファンド（愛称：多摩ブンさん） 600億円

りそな・神奈川応援・資産分散ファンド（愛称：はまのブンさん） 3,000億円

りそな・中部応援・資産分散ファンド（愛称：りそちゅーブンさん） 3,000億円

りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド（愛称：京・近江ブンさん） 1,500億円

りそな・大阪応援・資産分散ファンド（愛称：上方ブンさん） 3,000億円

りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド（愛称：ひょうご元気ブンさん） 1,200億円

・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。 

 

＜ファンドの特色＞ 
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(2) ファンドの仕組み 

受益者  お申込者 

   収益分配金（注 1）、償還金など↑↓お申込金 

お取扱窓口 

 

販売会社 

受益証券の募集・販売の取扱い等に関する委託

会社との契約（※1）に基づき、次の業務を行

ないます。 

①受益証券の募集の取扱い 

②一部解約請求に関する事務 

③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い 

 に関する事務          など 

↑↓※1     収益分配金、償還金など↑↓お申込金 

委託会社 

 

大和証券投資信託

委託株式会社 

当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下

｢信託契約」といいます｡)(※2)の委託者であ

り、次の業務を行ないます。 

①受益証券の募集・発行 

②信託財産の運用指図 

③信託財産の計算 

④運用報告書の作成        など 

↓運用指図 ↑↓※2 損益↑↓信託金 

受託会社 

 

りそな信託銀行 

株式会社 

再信託受託会社：

日本トラスティ・

サービス信託銀行

株式会社 

信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行

ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト

ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す

ることができます。また、外国における資産の

保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す

ると認められる外国の金融機関が行なう場合

があります。 

①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処

分 

②信託財産の計算 

③受益証券の認証         など 

  損益↑↓投資 

投資対象 

 わが国の株式、海外の公社債、海外の不動産投資信託証券 など 

（マザーファンド方式で運用を行ないます。なお、世界ＲＥＩＴマ

ザーファンドにおける外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・

アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク（投資

顧問会社）（注 2）に運用の指図にかかる権限を委託します。） 

（注1）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。 
（注2）投資顧問会社は、委託会社との間の運用委託契約（※3）に基づき、委託会社から権限

の委託を受けて、世界ＲＥＩＴマザーファンドにおける外貨建資産の運用の指図を行な
います（※4）。 

※1：受益証券の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約
金の支払いに関する事務の内容等が規定されています。 

※2：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた
信託約款の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、
委託会社および受託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されて
います。 
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※3：運用指図権限委託の内容およびこれにかかる事務の内容、投資顧問会社が受ける報酬等
が定められています。 

※4：投資顧問会社が法律に違反した場合、信託契約に違反した場合、信託財産に重大な損失
を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運用の指図に関する権限の委託を中止また
は委託の内容を変更することができます。 

◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。ま

た、販売会社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。 

［マザーファンド方式について］ 

 当ファンドは、マザーファンド方式で運用を行ないます。マザーファンド方式とは、受益

者からの資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金を主として各マザー

ファンドの受益証券に投資して、実質的な運用を各マザーファンドで行なうしくみです。 

 

＜委託会社の概況（平成 18 年 6 月末日現在）＞ 

・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円 

・沿革 

昭和34年12月12日 設立登記 

昭和35年 2月17日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得 

昭和35年 4月 1日 営業開始 

昭和60年11月 8日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。 

平成 7年 5月31日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資

顧問業の登録を受ける。 

平成 7年 9月14日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資

一任契約にかかる業務の認可を受ける。 

・大株主の状況 

名 称 住 所 所有 

株式数 

比率 

 

株式会社大和証券グループ本社 

 

東京都千代田区大手町二丁目 6 番 4 号 

株 

2,608,525 

％

100.00

 

 

 

２ 投資方針 

 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象＜各ファンド共通＞ 

 下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を

主要投資対象とします。 

 1．（※）応援マザーファンドの受益証券 

 2．ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券 

 3．世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券 

② 投資態度＜各ファンド共通＞ 

イ．主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保

と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 

ロ．各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投

資を行ないます。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。 

（※）応援マザーファンドの受益証券………………………信託財産の純資産総額の3分の1 

ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券…信託財産の純資産総額の3分の1 

世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券…………………信託財産の純資産総額の3分の1 

ハ．保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ない

ません。 
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ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

 

(2) 投資対象 

＜各ファンド共通＞ 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

ハ．約束手形 

ニ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1

項第 7 号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、りそな信託銀行

株式会社を受託者として締結された（※）応援マザーファンドの受益証券、ハイグレード・

ソブリン・マザーファンドの受益証券および世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券、な

らびに次の有価証券に投資することを指図することができます。 

 1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 2．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有

するもの 

 3．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

 

（注）上記の（※）は、以下の各々の場合において、次のように読替えるものとします。 

「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の場合 東京 

「りそな・埼玉応援・資産分散ファンド」の場合 埼玉 

「りそな・多摩応援・資産分散ファンド」の場合 多摩 

「りそな・神奈川応援・資産分散ファンド」の場合 神奈川 

「りそな・中部応援・資産分散ファンド」の場合 中部 

「りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド」の場合 京都滋賀 

「りそな・大阪応援・資産分散ファンド」の場合 大阪 

「りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド」の場合 兵庫 
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(3) 運用体制 

① 運用体制 

 ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。 

 

コンプライア
ンス会議

ファンド評価
会議

ファンド運営上

の諸方針の決定

運用

（運用方針の決定、実行）

リスク管理

法務管理

運用評価

銘柄・セクター分析

マクロ・市場動向分析

定量分析･運用モデル

大和総研等大和総研等

海外現地法人海外現地法人

運用部長

運用計画書の承認
運用審査会議

商品本部商品本部

法務コンプラ
イアンス部

運用本部運用本部

ファンド
管理本部

ファンド
管理本部

基本計画書

運
用
会
議

運用計画書

ファンド

個別会議

ポートフォリオ

ファンド

マネージャー

法務コンプラ
イアンス部

運用本部運用本部

取締役会

運用方針の決定

投
資
環
境
検
討
会
等

運用本部運用本部

議長

運用本部長（ＣＩＯ）

運用実行

運用本部運用本部

審査部

企業調査部

投資調査部

クウォンツ
リサーチチーム

運用部

ファンドマネージャー

 

 

② 運用方針の決定にかかる過程 

 運用方針は次の過程を経て決定しております。 

イ．基本計画書の策定 

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個

別会議において審議・決定します。 

ロ．投資環境の検討 

 運用最高責任者である運用本部長（ＣＩＯ）が議長となり、原則として月 1 回投資環

境検討会を開催し、投資環境について検討します。 

ハ．基本的な運用方針の決定 

 ＣＩＯが議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定

します。 

ニ．運用計画書の作成・承認 

 ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で

決定された基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファ

ンドマネージャーから提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の

決定事項との整合性等を確認し、承認します。 

③ 職務権限 

 ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社

内規則によって、次のように定められています。 

イ．運用本部長（ＣＩＯ） 

 運用最高責任者として、次の職務を遂行します。 

・ファンド運用に関する組織運営 
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・ファンドマネージャーの任命・変更 

・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定 

・各ファンドの分配政策の決定 

・代表取締役に対する随時の的確な状況報告 

・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定 

ロ．運用副本部長 

 ＣＩＯを補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。 

ハ．運用部長 

 ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。 

ニ．ファンドマネージャー 

 ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。 

④ ファンド評価会議・運用審査会議・コンプライアンス会議 

 ファンド評価会議は、運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運

用部にフィードバックします。また、運用審査会議は、経営会議の分科会として、ファン

ドの運用実績を把握し評価するとともに、取締役会から権限を委任され、ファンドの運用

リスク管理の状況についての報告を受けて、必要事項を審議・決定します。 

 さらに、運用が適切に行なわれたかについて、経営会議の分科会であるコンプライアン

ス会議において法令等の遵守状況に関する報告を行ない、必要事項を審議・決定します。 

 

※海外のリート部分にかかる運用体制について 

（世界ＲＥＩＴマザーファンドにかかるものを含みます。） 

 

イ．ファンド運営上の諸方針の決定 

 ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個

別会議において審議・決定します。なお、世界ＲＥＩＴマザーファンドでは、コーヘン・

アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクに外貨建資産の運用の指図

にかかる権限を委託します。このため、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・

コーヘン・アンド・スティアーズ・
・キャピタル・マネジメント・インク

マクロ分析・ファンダメンタルズ分析等

コーヘン・アンド・スティアーズ・
・キャピタル・マネジメント・インク

マクロ分析・ファンダメンタルズ分析等
大和投資信託大和投資信託

ファンドの運営上
の諸方針の決定

ファンドの運営上
の諸方針の決定

法務コンプライアンス部

運用本部

商品本部

ファンド管理本部

ファンド個別会議

基本計画書

運用委託契約

投資ガイドライン

運用委託契約

投資ガイドライン

コーヘン・アンド・スティアーズ・

キャピタル・マネジメント・インク

コーヘン・アンド・スティアーズ・

キャピタル・マネジメント・インク

大和投資信託大和投資信託

運用
（方針の決定・実行）

運用
（方針の決定・実行）

取引の内容、
運用経過の報告等

リスク管理
運用評価
法務管理

リスク管理
運用評価
法務管理

大和投資信託大和投資信託

取締役会

コンプライアンス会議

ファンド評価会議

審査部

法務コンプライアンス部

マザーファンドの外貨建資産に関する

運用指図権限の委託

マザーファンドの外貨建資産に関する

運用指図権限の委託

運用状況のモニタリング、
資金の送回金の連絡等

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部門ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ポートフォリオ構築

運用本部

運用審査会議

取引の実行

投資戦略の立案

（マザーファンドの設定・解約の指図）
（為替予約取引の指図）

コーヘン・アンド・スティアーズ・
・キャピタル・マネジメント・インク

マクロ分析・ファンダメンタルズ分析等

コーヘン・アンド・スティアーズ・
・キャピタル・マネジメント・インク

マクロ分析・ファンダメンタルズ分析等
大和投資信託大和投資信託

ファンドの運営上
の諸方針の決定

ファンドの運営上
の諸方針の決定

法務コンプライアンス部

運用本部

商品本部

ファンド管理本部

ファンド個別会議

基本計画書

運用委託契約

投資ガイドライン

運用委託契約

投資ガイドライン

コーヘン・アンド・スティアーズ・

キャピタル・マネジメント・インク

コーヘン・アンド・スティアーズ・

キャピタル・マネジメント・インク

大和投資信託大和投資信託

運用
（方針の決定・実行）

運用
（方針の決定・実行）

取引の内容、
運用経過の報告等

リスク管理
運用評価
法務管理

リスク管理
運用評価
法務管理

大和投資信託大和投資信託

取締役会

コンプライアンス会議

ファンド評価会議

審査部

法務コンプライアンス部

マザーファンドの外貨建資産に関する

運用指図権限の委託

マザーファンドの外貨建資産に関する

運用指図権限の委託

運用状況のモニタリング、
資金の送回金の連絡等

ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ部門ﾌｧﾝﾄﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ

ポートフォリオ構築

運用本部

運用審査会議

取引の実行

投資戦略の立案

（マザーファンドの設定・解約の指図）
（為替予約取引の指図）
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マネジメント・インクと委託会社の間で締結する運用委託契約に基づく投資ガイドライ

ンに、このファンド運営上の諸方針が反映されます。 

ロ．運用の実行 

 コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インクは、投資ガイ

ドラインに基づき、投資戦略の立案、ポートフォリオ構築を行ない、取引を実行します。 

ハ．モニタリング 

 委託会社は、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク

との間で取引の内容、運用経過の報告等を受け、資金動向等について必要な連絡を取る

とともに、運用の状況、投資ガイドラインの遵守状況等をモニタリングします。 

ニ．リスク管理、運用評価、法務管理 

（前④に同じ。） 

 

(4) 分配方針 

＜各ファンド共通＞ 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によ

っては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含

みます。）等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分

配を行なわないことがあります。また、第 1 および第 2 計算期末には、収益の分配は行な

いません。 

③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。 

 

(5) 投資制限 

＜各ファンド共通＞ 

① 株式（信託約款） 

 株式への直接投資は、行ないません。 

② 外貨建資産（信託約款） 

 外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

③ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款） 

 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認

められる場合には、制約されることがあります。 

④ 外国為替予約取引（信託約款） 

 委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建

資産のうち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券

の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割

合を乗じて得た額をいいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、

外国為替の売買の予約を指図することができます。 

⑤ 資金の借入れ（信託約款） 

イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約

に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返

済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを

目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで

きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないものとします。 

ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始

日から信託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解

約代金支払開始日から信託財産で保有する金融商品の解約代金の入金日までの間、もし

くは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金
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日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の

売却代金、金融商品の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。た

だし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の 10％を超え

ないこととします。 

ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日か

らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

 

＜参考＞マザーファンドの概要 

 

 1．東京応援マザーファンド 

 2．埼玉応援マザーファンド 

 3．多摩応援マザーファンド 

 4．神奈川応援マザーファンド 

 5．中部応援マザーファンド 

 6．京都滋賀応援マザーファンド 

 7．大阪応援マザーファンド 

 8．兵庫応援マザーファンド 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象 

 わが国の証券取引所上場株式を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

イ．(※) 

ロ．(※) 

ハ．(※) 

ニ．株式の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 90％程度以上とすることを

基本とします。 

ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

（注）上記の（※）は、以下の各々の場合において、次のように読替えるものとします。 

「東京応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、東京企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、

信託財産の成長をめざします。 

ロ．東京企業とは、東京 23 区内に本社を置いている企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、各区毎に投資対象銘柄の規模

（時価総額）、株式ポートフォリオにおける業種分散、銘柄分散、市場

流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率

を決定します。 

「埼玉応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、埼玉県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資

し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．埼玉県企業とは、埼玉県内に本社を置いている企業（以下「県内企

業」といいます。）と、埼玉県に進出し雇用を創出している企業（以下

「進出企業」といいます。）とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、県内従業員数など埼玉県との

関連度、投資対象銘柄の規模（県内企業については時価総額、進出企

業については時価総額に一定の値を乗じた額）、株式ポートフォリオに

おける銘柄分散、市場流動性、投資リスク等を考慮して組入銘柄を選

定し各銘柄の組入比率を決定します。 
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「多摩応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、多摩地域企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投

資し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．多摩地域企業とは、東京 23 区以外の東京都内に本社を置いている

企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

「神奈川応援マザー

ファンド」の場合 

イ．主として、神奈川県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投

資し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．神奈川県企業とは、神奈川県内に本社を置いている企業とします。

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

「中部応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長

野県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資し、信託財産の成

長をめざします。 

ロ．愛知県・三重県・静岡県・岐阜県・山梨県・新潟県・長野県企業と

は、愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、山梨県、新潟県および長野県

内に本社を置いている企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

「京都滋賀応援マザ

ーファンド」の場合 

イ．主として、京都府・滋賀県企業（株式公開企業に限ります。）の株

式に投資し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．京都府・滋賀県企業とは、京都府および滋賀県内に本社を置いてい

る企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

「大阪応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、大阪府企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資

し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．大阪府企業とは、大阪府内に本社を置いている企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

「兵庫応援マザーフ

ァンド」の場合 

イ．主として、兵庫県企業（株式公開企業に限ります。）の株式に投資

し、信託財産の成長をめざします。 

ロ．兵庫県企業とは、兵庫県内に本社を置いている企業とします。 

ハ．ポートフォリオの構築にあたっては、投資対象銘柄の規模（時価総

額）、株式ポートフォリオにおける銘柄分散、市場流動性、投資リスク

等を考慮して組入銘柄を選定し各銘柄の組入比率を決定します。 

 

(2) 投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、

次に掲げるものとします。 

 1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．有価証券指数等先物取引にかかる権利 
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ハ．有価証券オプション取引にかかる権利 

ニ．外国市場証券先物取引にかかる権利 

ホ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

ヘ．約束手形 

ト．金融先物取引にかかる権利 

チ．金融デリバティブ取引にかかる権利 

リ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1

項第 7 号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。 

 1. 株券または新株引受権証書 

 2. 国債証券 

 3. 地方債証券 

 4. 特別の法律により法人の発行する債券 

 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離

型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるもの

をいいます。） 

 7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 5

号で定めるものをいいます。） 

 8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券または優先出資引受権を表示する証書（証券

取引法第 2 条第 1 項第 5 号の 2 で定めるものをいいます。） 

 9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（証券取

引法第 2 条第 1 項第 5 号の 3 で定めるものをいいます。） 

10. コマーシャル・ペーパー 

11. 新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）

および新株予約権証券 

12. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前 1.から前 11.までの証券または

証書の性質を有するもの 

13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるも

のをいいます。） 

14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で

定めるものをいいます。） 

15. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

16. 預託証書（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。） 

17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

18. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。） 

19. 外国法人に対する権利で前 18.の権利の性質を有するもの 

 なお、前 1.の証券または証書、前 12.ならびに前 16.の証券または証書のうち前 1.の証

券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および

前 12.ならびに前 16.の証券または証書のうち前 2.から前 6.までの証券の性質を有するも

のを以下「公社債」といい、前 13.の証券および前 14.の証券（投資法人債券を除きます。）

を以下「投資信託証券」といいます。 

 

(3) 主な投資制限 

① 株式への投資割合には、制限を設けません。 

② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

③ 外貨建資産への投資は、行ないません。 
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 9．ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象 

 海外の公社債等を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

イ．主として海外のソブリン債等（国債、政府機関債、中央政府により発行・保証された

債券、国際機関債など）を投資対象とし、安定的な利子等収益の確保および信託財産の

着実な成長をめざして運用を行ないます。 

ロ．投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 

ａ．米ドル、カナダ・ドルおよびオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、ユーロ、ポン

ドおよび北欧通貨等を欧州通貨圏とし、2 通貨圏への投資割合をそれぞれ信託財産の

純資産総額の 50％程度ずつとすることを基本とします（上記の投資割合は 10％の範囲

内で変動することがあります。）。 

※北欧通貨：スウェーデン・クローネ、デンマーク・クローネ、ノルウェー・クロー

ネ 

ｂ．ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を 50％程度、欧州通貨圏内ではユーロへの投

資割合を 50％程度とすることを基本とします（ただし、欧州通貨圏の投資対象通貨が

ユーロに統合される場合は、統合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで

実際に投資されている比率に加算した比率に基づいて、配分比率を見直します。）。 

ｃ．国債については、取得時においてＡ格相当以上（ムーディーズでＡ３以上またはＳ

＆ＰでＡ－以上）とすることを基本とします。国債を除く投資対象の格付けは、取得

時においてＡＡ格相当以上（ムーディーズでＡａ３以上またはＳ＆ＰでＡＡ－以上）

とすることを基本とします。 

ｄ．ポートフォリオの修正デュレーションは 5(年)程度から 10(年)程度の範囲を基本と

します。 

ｅ．金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先物取引等を利用

することがあります。 

ハ．外貨建資産の投資にあたっては、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建資産の投資比率合

計を、信託財産の純資産総額の 100％に近づけることを基本とします。 

ニ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ

ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる

為替予約等を行なうことができるものとします。 

ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

 

(2) 投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．有価証券指数等先物取引にかかる権利 

ハ．有価証券オプション取引にかかる権利 

ニ．外国市場証券先物取引にかかる権利 

ホ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

ヘ．約束手形 

ト．金融先物取引にかかる権利 

チ．金融デリバティブ取引にかかる権利 

リ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1
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項第 7 号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。 

 1.転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第 236 条第 1 項第 3 号の

財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれ

ぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧

商法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転

換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新株予約権に限ります。）の行使、社債権

者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書 

 2. 国債証券 

 3. 地方債証券 

 4. 特別の法律により法人の発行する債券 

 5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離

型新株引受権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。） 

 6. 特定目的会社にかかる特定社債券（証券取引法第 2 条第 1 項第 3 号の 2 で定めるもの

をいいます。） 

 7. コマーシャル・ペーパー 

 8. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前 1.から前 7.までの証券または証

書の性質を有するもの 

 9. 投資信託または外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるも

のをいいます。） 

10. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で

定めるものをいいます。） 

11. 外国貸付債権信託受益証券（証券取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいます。） 

12. 預託証書（証券取引法第 2 条第 1 項第 10 号の 3 で定めるものをいいます。） 

13. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 

14. 貸付債権信託受益権（証券取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるものをいいます。） 

15. 外国法人に対する権利で前 14.の権利の性質を有するもの 

 なお、前 1.の証券または証書、前 8.ならびに前 12.の証券または証書のうち前 1.の証券

または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2.から前 6.までの証券および前

8.ならびに前12.の証券または証書のうち前2.から前6.までの証券の性質を有するものを

以下「公社債」といい、前 9.の証券および前 10.の証券（投資法人債券を除きます。）を以

下「投資信託証券」といいます。 

 

(3) 主な投資制限 

① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新

株予約権に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。 

 株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の 10％以下とします。 

② 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 5％以下とします。 

③ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 
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10．世界ＲＥＩＴマザーファンド 

(1) 投資方針 

① 主要投資対象 

 海外の証券取引所上場および店頭登録（上場予定および登録予定を含みます。以下同じ。）

の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下総称して「不動産投

資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。 

② 投資態度 

イ．主として海外の証券取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券を投資対象とし、

安定的な配当等収益の確保と信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 

ロ．投資にあたっては、以下のような点に留意しながら運用を行なうことを基本とします。 

(a) 個別銘柄の投資価値を分析して、銘柄ごとの配当利回り、期待される成長性、相対

的な割安度などを勘案し投資銘柄を選定します。 

(b) 組入れる銘柄の業種および国・地域配分の分散を考慮します。 

ハ．外貨建資産の運用にあたっては、コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マ

ネジメント・インクに運用の指図にかかる権限を委託します。 

ニ．不動産投資信託証券の組入比率は、通常の状態で信託財産の純資産総額の 80％程度以

上に維持することを基本とします。 

ホ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないませ

ん。なお、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる

為替予約等を行なうことができるものとします。 

ヘ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予

想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の

運用が行なわれないことがあります。 

 

(2) 投資対象 

① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

 1．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第 3 条に掲げるもの

をいいます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1 項第 5

号に掲げるもの 

ハ．約束手形 

ニ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第 33 条第 1

項第 7 号に掲げるもの 

 2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

② 委託会社は、信託金を、次の有価証券に投資することを指図することができます。 

 1．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 2．外国または外国法人の発行する証券または証書で、前 1.の証券または証書の性質を有

するもの 

 3．外国投資信託の受益証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいいます。） 

 4．外国投資証券（証券取引法第 2 条第 1 項第 7 号の 2 で定めるものをいいます。） 

 5．外国法人が発行する譲渡性預金証書 

なお、前 3.の証券および前 4.の証券を以下「投資信託証券」といいます。 

 

(3) 主な投資制限 

① 株式への直接投資は、行ないません。 

② 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。 

③ 同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の 30％以下とし
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ます。 

④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 

 

(4) 運用指図権限の委託 

① 委託会社は、運用の指図に関する権限のうち、外貨建資産の運用に関する権限を次の者

に委託します。 

コーヘン・アンド・スティアーズ・キャピタル・マネジメント・インク 

280 パーク・アベニュー、ニューヨーク、ニューヨーク州 10017 

② 前①の規定にかかわらず、前①により委託を受けた者が、法律に違反した場合、信託契

約に違反した場合、信託財産に重大な損失を生ぜしめた場合等において、委託会社は、運

用の指図に関する権限の委託を中止または委託の内容を変更することができます。 

 

 

 

３ 投資リスク 

 

(1) 価額変動リスク 

 当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には

為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投

資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基

づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。 

 投資家のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申

込み下さいますよう、よろしくお願い申上げます。 

 基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。 

① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク） 

 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価

は、短期的または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等

に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下

落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 

② 公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク） 

 公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落

します（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、

公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営

不安等により、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくな

った場合（債務不履行）、またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落しま

す（利息および償還金が支払われないこともあります。）。組入公社債の価格が下落した場

合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。 

③ リート（不動産投資信託）への投資に伴なうリスク 

イ．リートは、株式と同様に証券取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する

見通しや市場における需給等、さまざまな要因で変動します。 

・リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの

投資は、流動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。 

・金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対す

る投資価値が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。 

ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。 

・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。した

がって、賃料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収

益が悪化し、価格や配当が下落することが考えられます。 

・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動

産の老朽化等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することが
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あります。なお、実物資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴なって大き

な損害が発生する可能性もあり、このような場合、リートの価格が大幅に下落するこ

とも想定されます。 

・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがありま

す。したがって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となる

ことが考えられます。 

・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化す

る可能性があります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもあ

りえます。 

ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配

当に影響を与えることが想定されます。 

・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リー

トの価格や配当が影響を受けることが考えられます。 

・証券取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもあ

ります。 

ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を

割込むことがあります。 

④ 外国証券への投資に伴なうリスク 

イ．為替リスク 

 外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替

レートの変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為

替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産につ

いて、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因と

なり、投資元本を割込むことがあります。 

 当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するた

めの為替ヘッジは行ないません。そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為

替レートの変動の影響を直接受けます。 

ロ．カントリー・リスク 

 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、

または取引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、

方針に沿った運用が困難となることがあります。 

⑤ その他 

イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければ

ならないことがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、

当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要

因となります。 

ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融商品で運用する場合、

債務不履行により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が

下落する要因となります。 

 

(2) 換金性が制限される場合 

 通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。 

 証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があると

きは、ご換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止

された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できま

す。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。 
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(3) リスク管理体制 

 

 

 

４ 手数料等及び税金 

 

(1) 申込手数料 

① 販売会社におけるお買付時の申込手数料の料率の上限は、2.1％（税抜 2.0％）となってい

ます。具体的な手数料の料率等については、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

② 申込手数料には、消費税等が課されます。 

③ ｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。 

 

(2) 換金（解約）手数料 

 ありません。 

 

(3) 信託報酬等 

① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年 1.3125％（税抜

1.25％）の率を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに

信託財産中から支弁します。 

② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支

弁します。 

③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、信託財産の純資産総額に

運用本部

・市場リスク、信用リスクの把握・管理
・取引業者の信用リスクの把握・管理
・投資制限（デリバティブ取引に関する投資制限を含
む）の管理
・取引価格又は評価価格の妥当性の検証

取締役会取締役会

運用リスク管理に関する基本方針に基づく
具体的事項に関する権限の委任

運用審査会議運用審査会議

重要事項の報告

・運用リスク管理に関する具体的方法の決定

・運用リスク管理に関する状況把握及び必要
事項の審議・決定

・運用リスク管理に関する基本方針の決定

運用リスク管理に関する具体的方法等
の指示等

運用リスク状況、
モニタリング・監
視結果の報告

・運用リスクの把握・自主管理

審査部

モニタリング・監視

（意見の徴収、是正要求）

業

務

監

査

部

運用リスク管理の適切性・
有効性の監査、監査結果
の報告

運用リスク管理の適切性・
有効性の監査に係る重要
事項の報告
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応じて次のとおりです。 

 委託会社 販売会社 受託会社 

100 億円未満 
年 0.5775％ 

（税抜 0.55％）

年 0.6825％ 

（税抜 0.65％）

100 億円以上 300 億円未満 
年 0.5250％ 

（税抜 0.50％）

年 0.7350％ 

（税抜 0.70％）

300 億円以上 500 億円未満 
年 0.4725％ 

（税抜 0.45％）

年 0.7875％ 

（税抜 0.75％）

500 億円以上 
年 0.4200％ 

（税抜 0.40％）

年 0.8400％ 

（税抜 0.80％）

年 0.0525％ 

（税抜 0.05％）

④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会

社が一旦信託財産から収受した後、販売会社に支払われます。 

⑤ 委託会社は、「世界ＲＥＩＴマザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬を支払うもの

とし、その額は当該マザーファンドの日々の純資産総額に次の率を乗じて得た額とします。

報酬の支払いは、毎年 3 月 9 日および 9 月 9 日または信託終了のときに行なうものとしま

す。 

275 億円以内の部分…年 0.57％ 275 億円超の部分…年 0.47％ 

⑥ 販売会社は、各ファンドにおいて、その収受した信託報酬の一部（毎年、各ファンドご

とに、8 月決算日時点の純資産総額の 0.05％程度）を、地方公共団体、社会的課題に取組

む団体、社会貢献活動を行なっている非営利団体等に寄付を行ない、当該団体等を通じて

各地域の発展に貢献いたします。寄付先・寄付金額については運用報告書等において受益

者に報告します。ただし、将来的には状況によって寄付金額等が変更になることがありま

す。 

 

(4) その他の手数料等 

① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁

します。 

② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の

利息および信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する

金額は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基

づいて益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、

郵送料等）は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料

にかかる消費税等に相当する金額、信託財産に属する資産を外国で保管する場合の費用は、

信託財産中より支弁します。 

 

(5) 課税上の取扱い 

① 個人の受益者に対する課税 

 個人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一

部解約時および償還時の個別元本超過額については、10％（所得税 7％および地方税 3％）

の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。収益分配金のうち所得

税法上課税対象となるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。なお、

確定申告を行ない、総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択することもできます。 

 一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、株式の売買益との通算が

可能となります。 

 なお、上記の 10％（所得税 7％および地方税 3％）の税率は、平成 20 年 4 月 1 日から、

20％（所得税 15％および地方税 5％）となります。 
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② 法人の受益者に対する課税 

 法人の受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一

部解約時および償還時の個別元本超過額については、平成 20 年 3 月 31 日までは 7％（所

得税 7％）、平成 20 年 4 月 1 日から 15％（所得税 15％）の税率で源泉徴収され法人の受取

額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上課税対象と

なるのは普通分配金のみであり、特別分配金には課税されません。 

 なお、税額控除制度が適用されます。益金不算入制度の適用はありません。 

＜注 1＞個別元本について 

① 受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる

消費税等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま

す。 

② 受益者が同一ファンドの受益証券を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が

追加信託を行なうつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。 

③ ただし、保護預りでない受益証券および記名式受益証券については各受益証券ごとに、

同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については各販売会社ごとに、個別元本

の算出が行なわれます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取

得する場合は当該支店ごとに、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」の両コ

ースで取得する場合はコース別に、個別元本の算出が行なわれる場合があります。 

④ 受益者が特別分配金を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該特別

分配金を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。 

＜注 2＞収益分配金の課税について 

① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱

いとなる「特別分配金」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があり

ます。 

② 受益者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者

の個別元本と同額の場合または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収

益分配金の全額が普通分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益

者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が特別分配金となり、当該

収益分配金から当該特別分配金を控除した額が普通分配金となります。 

（注）税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。 
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５ 運用状況 

 

(1) 投資状況 

 該当事項はありません。 

 

（参考）ハイグレード・ソブリン・マザーファンド（平成18年6月30日現在） 

投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

国債証券 58,594,907,564    96.67 

 内 オーストラリア 7,044,385,587    11.62 

 内 カナダ 7,297,884,041    12.04 

 内 デンマーク 360,280,419     0.59 

 内 ユーロ 14,646,816,068    24.16 

 内 英国 11,020,650,858    18.18 

 内 ノルウェー 1,251,065,217     2.06 

 内 スウェーデン 2,038,030,279     3.36 

 内 米国 14,935,795,095    24.64 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,020,148,474     3.33 

純資産総額 60,615,056,038 100.00 

 

その他の資産の投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

為替予約取引 （買建） 414,554,600     0.68 

 内 日本 414,554,600     0.68 

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

（注3）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 

 

（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド（平成18年6月30日現在） 

投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

投資証券 59,909,465,316    97.95 

 内 オーストラリア 14,615,168,996    23.90 

 内 カナダ 2,997,074,494     4.90 

 内 ユーロ 10,276,027,240    16.80 

 内 香港 2,526,324,461     4.13 

 内 ニュージーランド 686,456,712     1.12 

 内 シンガポール 1,845,864,654     3.02 

 内 米国 26,962,548,759    44.08 

コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,253,597,280     2.05 

純資産総額 61,163,062,596 100.00 

 

その他の資産の投資状況 

投資資産の種類 時価（円） 投資比率（％） 

為替予約取引 （買建） 163,101,637     0.27 

 内 日本 163,101,637     0.27 

為替予約取引 （売建） 47,605,801     △0.08 

 内 日本 47,605,801     △0.08 

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注2）投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 

（注3）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 
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(2) 投資資産 

① 投資有価証券の主要銘柄 

  該当事項はありません。 

② 投資不動産物件 

  該当事項はありません。 

③ その他投資資産の主要なもの 

  該当事項はありません。 

 

（参考）ハイグレード・ソブリン・マザーファンド(平成18年6月30日現在) 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ．主要銘柄の明細                               （単位：円） 

 
銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額 

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

1 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
6,764,588,000

136.64

9,243,798,974

132.90 

8,990,543,327 

9.000000 

18/11/15 
14.83%

2 

BELGIUM GOVERNMENT  

BOND 

ユーロ 

国債証券 

 －
6,905,800,000

131.62

9,090,071,836

128.80 

8,895,153,806 

8.000000 

15/03/28 
14.67%

3 

UNITED KINGDOM GILT  

BOND 

英国 

国債証券 

 －
5,225,360,000

138.22

7,222,627,440

134.74 

7,040,650,064 

8.750000 

17/08/25 
11.62%

4 

CANADIAN GOVERNMENT  

BOND 

カナダ 

国債証券 

 －
2,988,000,000

159.62

4,769,743,881

153.80 

4,595,753,160 

9.000000 

25/06/01 
7.58%

5 

AUSTRALIAN GOVERNMENT  

BOND 

オーストラリア 

国債証券 

 －
4,185,775,000

104.31

4,366,283,691

101.04 

4,229,600,064 

6.000000 

17/02/15 
6.98%

6 

NETHERLANDS 

GOVERNMENT BOND 

ユーロ 

国債証券 

 －
2,058,600,000

142.87

2,941,151,020

138.27 

2,846,570,322 

7.500000 

23/01/15 
4.70%

7 

UNITED KINGDOM GILT  

BOND 

英国 

国債証券 

 －
1,959,510,000

141.89

2,780,348,739

135.56 

2,656,507,707 

8.000000 

21/06/07 
4.38%

8 

AUSTRALIAN GOVERNMENT  

BOND 

オーストラリア 

国債証券 

 －
2,233,550,000

103.95

2,321,868,318

102.63 

2,292,404,043 

6.250000 

15/04/15 
3.78%

9 

SWEDISH GOVERNMENT  

BOND 

スウェーデン 

国債証券 

 －
1,383,375,000

121.21

1,676,899,840

118.83 

1,643,906,014 

6.750000 

14/05/05 
2.71%

10 

SPANISH GOVERNMENT  

BOND 

ユーロ 

国債証券 

 －
1,328,600,000

127.97

1,700,248,840

123.49 

1,640,767,856 

6.000000 

29/01/31 
2.71%

11 

UNITED KINGDOM GILT  

BOND 

英国 

国債証券 

 －
1,179,920,000

98.80

1,165,839,973

97.91 

1,155,259,672 

4.000000 

09/03/07 
1.91%

12 

CANADIAN GOVERNMENT  

BOND 

カナダ 

国債証券 

 －
1,099,750,000

99.50

1,094,303,229

99.52 

1,094,526,188 

3.250000 

06/12/01 
1.81%

13 

CANADIAN GOVERNMENT  

BOND 

カナダ 

国債証券 

 －
861,125,000

98.93

851,971,241

98.71 

850,042,321 

3.000000 

07/06/01 
1.40%

14 

NORWEGIAN GOVERNMENT  

BOND 

ノルウェー 

国債証券 

 －
677,856,000

116.77

791,583,843

113.25 

767,671,920 

6.500000 

13/05/15 
1.27%
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銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額 

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

15 

SPANISH GOVERNMENT  

BOND 

ユーロ 

国債証券 

 －
700,800,000

99.90

700,139,496

99.62 

698,150,976 

3.000000 

07/07/30 
1.15%

16 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
507,056,000

132.62

672,477,619

126.01 

638,966,618 

7.625000 

25/02/15 
1.05%

17 
U.S. TREASURY NOTE 

米国 

国債証券 

 －
599,248,000

100.63

603,040,116

100.35 

601,399,300 

6.500000 

06/10/15 
0.99%

18 

AUSTRALIAN GOVERNMENT  

BOND 

オーストラリア 

国債証券 

 －
494,450,000

106.90

528,569,011

105.64 

522,381,481 

8.750000 

08/08/15 
0.86%

19 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
391,816,000

120.48

472,075,589

113.76 

445,749,472 

6.500000 

26/11/15 
0.74%

20 

NORWEGIAN GOVERNMENT  

BOND 

ノルウェー 

国債証券 

 －
418,134,000

109.42

457,522,223

105.15 

439,667,901 

5.000000 

15/05/15 
0.73%

21 
U.S. TREASURY NOTE 

米国 

国債証券 

 －
403,340,000

100.66

406,013,929

100.55 

405,574,504 

6.250000 

07/02/15 
0.67%

22 
U.S. TREASURY NOTE 

米国 

国債証券 

 －
368,768,000

99.28

366,146,060

98.68 

363,926,076 

4.375000 

08/01/31 
0.60%

23 
U.S. TREASURY NOTE 

米国 

国債証券 

 －
357,244,000

101.78

363,624,810

101.08 

361,120,097 

6.625000 

07/05/15 
0.60%

24 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
276,576,000

119.48

330,464,068

112.21 

310,368,056 

6.250000 

30/05/15 
0.51%

25 

CANADIAN GOVERNMENT  

BOND 

カナダ 

国債証券 

 －
280,125,000

114.17

319,835,520

106.52 

298,403,156 

5.000000 

37/06/01 
0.49%

26 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
207,432,000

146.31

303,497,908

141.48 

293,483,091 

11.250000 

15/02/15 
0.48%

27 

SWEDISH GOVERNMENT  

BOND 

スウェーデン 

国債証券 

 －
237,150,000

117.30

278,188,808

110.36 

261,737,712 

5.000000 

20/12/01 
0.43%

28 
U.S. TREASURY BOND 

米国 

国債証券 

 －
195,908,000

128.46

251,676,958

124.98 

244,853,655 

7.875000 

21/02/15 
0.40%

29 
U.S. TREASURY NOTE 

米国 

国債証券 

 －
230,480,000

101.33

233,559,069

100.88 

232,531,272 

6.125000 

07/08/15 
0.38%

30 

SPANISH GOVERNMENT  

BOND 

ユーロ 

国債証券 

 －
204,400,000

115.61

236,308,884

112.63 

230,230,028 

6.150000 

13/01/31 
0.38%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

投資有価証券の種類 投資比率 

国債証券  96.67%

合計  96.67%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 

 

ハ．投資株式の業種別投資比率 

該当事項はありません。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 
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③ その他投資資産の主要なもの 

（単位：円） 

種類 地域 資産名 
買建/

売建
数量 簿価 時価 

投資

比率

為替予約取引 日本 米ドル買/円売 2006年7月 買建 1,500,000 173,623,637 172,747,900 0.28%

ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ買/円売 2006年7月 買建 1,305,000 20,587,941 20,619,000 0.03%

英ポンド買/円売 2006年7月 買建 291,000 61,607,901 61,290,420 0.10%

ユーロ買/円売 2006年7月 買建 813,000 118,811,682 118,660,480 0.20%

ｵｰｽﾄﾗﾘｱﾄﾞﾙ買/円売 2006年7月 買建 484,000 41,195,660 41,236,800 0.07%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 

（注3）為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 

 

（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド(平成18年6月30日現在) 

① 投資有価証券の主要銘柄 

イ．主要銘柄の明細                               （単位：円） 

 
銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額 

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

1 
WESTFIELD GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
1,841,000

1,483

2,731,244,821

1,490 

2,743,402,970 

－ 

－ 
4.49%

2 
GPT GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
4,321,700

354

1,533,564,771

367 

1,587,911,427 

－ 

－ 
2.60%

3 
LIBERTY PROPERTY TRUST 

米国 

投資証券 

－
303,000

5,211

1,579,039,763

5,094 

1,543,712,401 

－ 

－ 
2.52%

4 
UNIBAIL 

ユーロ 

投資証券 

－
77,900

20,438

1,592,195,109

19,520 

1,520,623,580 

－ 

－ 
2.49%

5 

COLONIAL PROPERTIES  

TRUST 

米国 

投資証券 

－
283,184

5,574

1,578,513,042

5,348 

1,514,549,702 

－ 

－ 
2.48%

6 
EQUITY RESIDENTIAL 

米国 

投資証券 

－
294,289

5,117

1,505,911,193

5,123 

1,507,810,409 

－ 

－ 
2.47%

7 
ING INDUSTRIAL FUND 

オーストラリア 

投資証券 

－
7,941,797

189

1,504,325,861

189 

1,503,024,791 

－ 

－ 
2.46%

8 
MACQUARIE DDR TRUST 

オーストラリア 

投資証券 

－
15,573,399

100

1,560,282,961

95 

1,493,586,297 

－ 

－ 
2.44%

9 

TISHMAN SPEYER OFFICE  

FUN 

オーストラリア 

投資証券 

－
7,758,440

193

1,500,993,851

186 

1,448,481,352 

－ 

－ 
2.37%

10 

MACQUARIE COUNTRYWIDE  

TRU 

オーストラリア 

投資証券 

－
9,136,356

167

1,534,883,274

153 

1,401,973,828 

－ 

－ 
2.29%

11 
CORIO NV 

ユーロ 

投資証券 

－
198,675

7,816

1,553,024,786

7,038 

1,398,405,776 

－ 

－ 
2.29%

12 
RODAMCO EUROPE NV 

ユーロ 

投資証券 

－
124,182

11,827

1,468,757,292

11,052 

1,372,484,300 

－ 

－ 
2.24%

13 
MACK-CALI REALTY CORP 

米国 

投資証券 

－
240,000

5,212

1,251,017,628

5,244 

1,258,697,376 

－ 

－ 
2.06%

14 

FORTUNE REAL ESTATE  

INVES 

香港 

投資証券 

－
13,700,000

93

1,284,986,784

88 

1,219,026,000 

－ 

－ 
1.99%

15 
BAIL INVESTISSEMENT FONCI 

ユーロ 

投資証券 

－
148,421

7,419

1,101,143,565

7,183 

1,066,137,727 

－ 

－ 
1.74%
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銘柄名 

地域 

種類 

業種 

株数、口数 

または額面金額 

簿価単価 

簿価 

評価単価 

時価 

利率(%) 

償還期限 

(年/月/日) 

投資

比率

16 
ASCENDAS REAL ESTATE INV 

シンガポール 

投資証券 

－
7,864,400

155

1,221,763,921

135 

1,065,480,709 

－ 

－ 
1.74%

17 
DEVELOPERS DIV REALTY 

米国 

投資証券 

－
167,700

6,303

1,057,144,915

5,915 

991,990,645 

－ 

－ 
1.62%

18 

VASTNED 

OFFICES/INDUSTRIA 

ユーロ 

投資証券 

－
243,133

3,935

956,873,957

3,940 

958,075,312 

－ 

－ 
1.57%

19 
PRIMARIS RETAIL REAL ESTA 

カナダ 

投資証券 

－
575,000

1,788

1,028,578,793

1,654 

951,517,188 

－ 

－ 
1.56%

20 
BRANDYWINE REALTY TRUST 

米国 

投資証券 

－
262,900

3,352

881,429,274

3,563 

936,770,748 

－ 

－ 
1.53%

21 
STOCKLAND 

オーストラリア 

投資証券 

－
1,549,071

578

896,564,578

600 

929,690,451 

－ 

－ 
1.52%

22 
INVESTA PROPERTY GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
4,938,900

181

895,301,521

184 

913,659,458 

－ 

－ 
1.49%

23 
HOSPITALITY PROPERTIES 

米国 

投資証券 

－
180,800

5,074

917,437,297

5,041 

911,548,400 

－ 

－ 
1.49%

24 
MIRVAC GROUP 

オーストラリア 

投資証券 

－
2,426,800

369

895,791,292

373 

906,154,986 

－ 

－ 
1.48%

25 
VASTNED RETAIL NV 

ユーロ 

投資証券 

－
100,901

9,155

923,786,331

8,979 

905,990,079 

－ 

－ 
1.48%

26 

CBL&ASSOCIATES 

PROPERTIES 

米国 

投資証券 

－
207,400

4,696

974,096,593

4,361 

904,644,372 

－ 

－ 
1.48%

27 
INLAND REAL ESTATE CORP 

米国 

投資証券 

－
499,151

1,772

884,980,591

1,703 

850,177,543 

－ 

－ 
1.39%

28 
ARCHSTONE-SMITH TRUST 

米国 

投資証券 

－
131,400

5,471

718,905,460

5,819 

764,698,068 

－ 

－ 
1.25%

29 
SPIRIT FINANCE CORP 

米国 

投資証券 

－
575,209

1,365

785,698,035

1,302 

749,044,062 

－ 

－ 
1.22%

30 

DUNDEE REAL ESTATE  

INVEST 

カナダ 

投資証券 

－
249,900

2,933

733,103,647

2,889 

722,070,431 

－ 

－ 
1.18%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 

 

ロ．投資有価証券の種類別投資比率 

投資有価証券の種類 投資比率 

投資証券  97.95%

合計  97.95%

（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 

 

ハ．投資株式の業種別投資比率 

該当事項はありません。 

 

② 投資不動産物件 

該当事項はありません。 
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③ その他投資資産の主要なもの 

（単位：円） 

種類 地域 資産名 
買建/

売建
数量 簿価 時価 

投資 

比率 

為替予約取引 日本 米ドル売/円買 2006年7月 売建 413,281 47,626,465 47,605,801 △0.08%

米ドル買/円売 2006年7月 買建 1,000,000 116,533,500 115,190,000 0.19%

ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙﾄﾞﾙ買/円売 2006年7月 買建 343,628 24,818,044 24,885,528 0.04%

ユーロ買/円売 2006年7月 買建 157,756 22,808,421 23,026,109 0.04%

（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 

（注2）為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 

（注3）為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。 

 

 

(3) 運用実績 

 該当事項はありません。 
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６ 手続等の概要 

 

(1) 申込（販売）手続等 

 受益証券の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行な

うものとします。 

 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金

再投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支

払いコース」があります。 

 ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約

款にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。 

 販売会社は、受益証券の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販

売会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦ

Ｅ）またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日

とする受益証券の取得申込みの受付けを行ないません。 

 お買付価額（1 万口当り）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中

については 1 万口当り 1 万円）です。 

 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、

消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込

手数料はかかりません。 

 継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時（年末年始など半休日において

は午前 11 時）までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続き

が完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込み

は、翌営業日の取扱いとなります。 

◆ ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定め

る日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読替えるものとし、「社債、

株式等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受

ける予定であり、受益権の帰属は、振替機関（株式会社 証券保管振替機構）および当該振

替機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機

関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることに

より定まります（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振

替受益権」といいます。）。取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじ

め当該取得申込者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申出るものとし、当

該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販

売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかか

る口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分

割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため

社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社

から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿へ

の新たな記載または記録を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権につい

ては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託

を設定した旨の通知を行ないます。 

 

(2) 換金（解約）手続等 

 委託会社の各営業日の午後 3 時（年末年始など半休日においては午前 11 時）までに受付け

た換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日

の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとな

ります。 

 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 
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＜一部解約＞ 

 受益者は、自己の有する受益証券について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定め

る単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦ

ＦＥ）またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請

求受付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。 

 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行な

うものとします。 

 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが

できるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託

会社のホームページでご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

 1 万口当りの手取額は、次のとおりとします。 

＜個人の受益者の場合＞ 

 解約価額から所得税および地方税（解約価額が個別元本を上回っている場合その超過額

の 10％。なお、平成 20 年 4 月 1 日からは 20％。）を差引いた額とします。 

＜法人の受益者の場合＞ 

 解約価額から所得税（解約価額が個別元本を上回っている場合その超過額の 7％。なお、

平成 20 年 4 月 1 日からは 15％。）を差引いた額とします。 

 

 委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得な

い事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解

約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当

日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の

実行の請求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付中止を解除した

後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日

の翌営業日の基準価額とします。 

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日

から起算して 5 営業日目から受益者に支払います。 

◆ ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、一部解約

の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益

者の請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約に

かかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当

該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

 平成 19 年 1 月 4 日以降の換金にかかる換金の請求を受益者がするときは、振替受益権を

もって行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払わ

れることとなる換金の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振

替受益権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 

 平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括して

すべて振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1

月 4 日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権と

するための所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意下さ
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い。 

 

 

 

７ 管理及び運営の概要 

 

(1) 資産の評価 

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当りの

価額をいいます。 

 純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたが

って時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

をいいます。 
 
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・わが国の証券取引所上場株式：原則として証券取引所における計算日の最終相場（ジ
ャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。 

・公社債等：原則として、次のいずれかの価額で評価します。 
 1．証券会社、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、2．価格情報会社の提
供する価額 

・海外の証券取引所上場の不動産投資信託証券：当該取引所における計算日に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。 

 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預

金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 

 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則

として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで

ご覧になることもできます。 
 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(2) 保管 

 受益者は、保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管（保護預り）させることが

できます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

 ｢分配金再投資コース」をご利用の場合、受益証券は保護預りとさせていただきます。 

 保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されます。 

 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の

帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発

行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

(3) 信託期間 

 平成 18 年 9 月 27 日から平成 28 年 10 月 13 日までとします。ただし、(5)①により信託契

約を解約し、信託を終了させることがあります。 

 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受

託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 
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(4) 計算期間 

 毎月 14 日から翌月 13 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、平成 18 年 9 月 27 日か

ら平成 18 年 10 月 13 日までとします。 

 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計

算期間が開始されるものとします。 

 

(5) その他 

① 信託の終了 

 1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約

することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま

す。 

 2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、

その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託契約の解約をしません。 

 5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者

に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ

ている場合であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を

行なうことが困難な場合には適用しません。 

 7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 8．委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたとき

は、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存

続します。 

 9．受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できない

ときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 信託約款の変更 

 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合にお

いて、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出

ます。 

 2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信

託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し
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て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託約款の変更をしません。 

 5．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ

の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受

益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か

ら前 5.までの規定にしたがいます。 

 7．委託会社は、委託会社が受益者を代理して受益権を振替受入簿に記載または記録を申

請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大な

ものとして前 2.の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載

または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をし

ている受益者へは、前 2.の書面の交付を原則として行ないません。 

③ 反対者の買取請求権 

 前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定

にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間

内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、

信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

④ 運用報告書 

 委託会社は、毎年 2 月および 8 月の計算期末に、期間中の運用経過のほか信託財産の内

容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知られたる

受益者に対して交付します。 

⑤ 公告 

 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑥ 関係法人との契約の更改 

 委託会社と販売会社との間で締結される受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約

は、期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも

何ら意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱い

についてもこれと同様とします。 

 

(6) 受益者の権利等 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券取得申込

者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 

① 収益分配金および償還金にかかる請求権 

 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了

時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分

に応じて請求する権利を有します。 

 収益分配金は、第 1 および第 2 計算期間を除く毎計算期間終了日後 1 か月以内の委託会

社の指定する日（原則として決算日から起算して 5 営業日目）から、収益分配金交付票と

引換えに受益者に支払います。 

 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対して

は、委託会社は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払い

ます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証

券の取得の申込みに応じるものとします。この場合、販売会社は、1 口の整数倍をもって

取得の申込みに応じることができるものとします。 

 償還金は、信託終了日後 1 か月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日か
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ら起算して 5 営業日目）から、受益証券と引換えに受益者に支払います。 

 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 

② 換金請求権 

 受益者は、保有する受益証券を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、

「６ 手続等の概要」をご参照下さい。 

 

（注）ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、その

場合の分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行

なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の

末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載また

は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、毎計算期間

終了日後 1 か月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して 5 営業日

目）からお支払いします。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分

配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交

付票と引換えに受益者にお支払いします。なお、別に定める契約に基づいて収益分配金

を再投資する場合には、分配金は税金を差引いた後無手数料で再投資されますが、再投

資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記

載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払い

ます。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、

平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平

成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な

受益証券をもって行なうものとします。 

 

 

第２ 財務ハイライト情報 

 

１ 貸借対照表 

 

該当事項はありません。 

 

２ 損益及び剰余金計算書 

 

該当事項はありません。 



 

 42

第３ 内国投資信託受益証券事務の概要 

 

(1) 名義書換えの手続き等 

 受益証券の名義書換手続きおよび無記名式から記名式へのまたは記名式から無記名式への

変更は、委託会社の定める手続きにより行なうことができます。 

 名義書換手続きは委託会社にて行なうものとし、受益者から請求があるときは、販売会社

はこれを委託会社に取次ぎます。 

 名義書換えの手続きは、毎計算期間の末日の翌日から 15 日間停止されます。 

 名義書換手続きに関し、手数料は徴しません。 

(2) 受益者名簿 

 作成しません。 

(3) 受益者に対する特典 

 ありません。 

(4) 譲渡制限の内容 

 譲渡制限はありません。ただし、記名式の受益証券の譲渡は、委託会社の定める手続きに

よらなければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。 

(5) 受益証券の再発行 

 委託会社は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を

添え、委託会社の定める手続きによって再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再

交付し、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託会社の定める手続きによって再交付を

請求したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

 また、受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券を添え、委託会社の定める手続

きによって再交付を請求したときは、委託会社は、受益証券を再交付します。ただし、真偽

を鑑別しがたいときは、喪失の場合の規定を準用します。 

 委託会社は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができま

す。 

 

（注）ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替受益権となる予定であり、委託会

社は、受益権を取扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合また

は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない

場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行

しません。 

 なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、

無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証

券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわないものとします。 

 

◆ 受益権の譲渡 

① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受

益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするも

のとします。 

② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有

する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える

振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口

座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該

他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口

座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また

は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替
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機関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情が

あると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。 

◆ 受益権の譲渡の対抗要件 

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会

社に対抗することができません。 

◆ 受益権の再分割 

委託会社は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等の振替に関する法律

が施行された場合には、受託会社と協議のうえ、同法に定めるところにしたがい、一定日

現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

◆ 償還金 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当

該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載ま

たは記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

◆ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて 

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配

金の支払い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等につい

ては、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。 

 

 

 

第４ ファンドの詳細情報の項目 

 

第１ ファンドの沿革 第４ ファンドの経理状況 

第２ 手続等  １ 財務諸表 

 １ 申込（販売）手続等    (1) 貸借対照表 

 ２ 換金（解約）手続等    (2) 損益及び剰余金計算書 

第３ 管理及び運営    (3) 注記表 

 １ 資産管理等の概要    (4) 附属明細表 

   (1) 資産の評価  ２ ファンドの現況 

   (2) 保管    純資産額計算書 平成 年 月 日 

   (3) 信託期間     Ⅰ 資産総額 

   (4) 計算期間     Ⅱ 負債総額 

   (5) その他     Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 

 ２ 受益者の権利等     Ⅳ 発行済数量 

     Ⅴ 1 単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 

 第５ 設定及び解約の実績 

 



 

 

 

 

追加型証券投資信託 

 

 

（りそな・東京応援・資産分散ファンド） 

（りそな・埼玉応援・資産分散ファンド） 

（りそな・多摩応援・資産分散ファンド） 

（りそな・神奈川応援・資産分散ファンド） 

（りそな・中部応援・資産分散ファンド） 

（りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド） 

（りそな・大阪応援・資産分散ファンド） 

（りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド） 

 

 

約     款 

 

 

 

大和証券投資信託委託株式会社



 

運 用 の 基 本 方 針         

 

 

 約款第22条に基づき委託者の定める方針は、次のものとします。 

 

１．基本方針 

 この投資信託は、安定的な配当等収益の確保と値上がり益の獲得により、信託財産の中長期的な成

長をめざして運用を行ないます。 

 

２．運用方法 

 (1) 投資対象 

 下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投

資対象とします。 

1．（※）応援マザーファンドの受益証券 

2． ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券 

3．世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券 

 (2) 投資態度 

① 主として、各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、安定的な配当等収益の確保と値上が

り益の獲得により、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。 

② 各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行な

います。ただし、市場規模等によっては、組入比率を変更することがあります。 

  （※）応援マザーファンドの受益証券 ……………………… 信託財産の純資産総額の3分の1 

  ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券 …… 信託財産の純資産総額の3分の1 

  世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券 …………………… 信託財産の純資産総額の3分の1 

③ 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。 

④ 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想される

とき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれな

いことがあります。 

 (3) 投資制限 

① 株式への投資制限 

  株式への直接投資は、行ないません。 

② 外貨建資産への投資制限 

外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 

 

３．収益分配方針 

① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。 

② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、

今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益（評価益を含みます。）等を

中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこと

があります。また、第1および第2計算期末には、収益の分配は行ないません。 

③ 留保益は、上記「基本方針」および「運用方法」に基づいて運用します。 

 

（注） 上記「２．運用方法」の「(1) 投資対象」の1.および「(2) 投資態度」の②にある（※）は、

以下の各々の場合において、次のように読み替えるものとします。 

 

「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の場合 東京 

「りそな・埼玉応援・資産分散ファンド」の場合 埼玉 

「りそな・多摩応援・資産分散ファンド」の場合 多摩 

「りそな・神奈川応援・資産分散ファンド」の場合 神奈川 

「りそな・中部応援・資産分散ファンド」の場合 中部 

「りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド」の場合 京都滋賀 

「りそな・大阪応援・資産分散ファンド」の場合 大阪 

「りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド」の場合 兵庫 
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追加型証券投資信託 

（りそな・東京応援・資産分散ファンド） 

（りそな・埼玉応援・資産分散ファンド） 

（りそな・多摩応援・資産分散ファンド） 

（りそな・神奈川応援・資産分散ファンド） 

（りそな・中部応援・資産分散ファンド） 

（りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド） 

（りそな・大阪応援・資産分散ファンド） 

（りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド） 

約     款 

 

（注） 本約款の第2条、第3条第1項および第7条第1項にある（※）は、以下の各々の場合において、次

のように読み替えるものとします。 

 第2条 第3条第1項 第7条第1項

「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の場合 500 3,000 500 

「りそな・埼玉応援・資産分散ファンド」の場合 500 1,500 500 

「りそな・多摩応援・資産分散ファンド」の場合 300 600 300 

「りそな・神奈川応援・資産分散ファンド」の場合 500 3,000 500 

「りそな・中部応援・資産分散ファンド」の場合 500 3,000 500 

「りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド」の場合 500 1,500 500 

「りそな・大阪応援・資産分散ファンド」の場合 500 3,000 500 

「りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド」の場合 500 1,200 500 

 

（注） 本約款の第20条第1号にある（※）は、以下の各々の場合において、次のように読み替えるもの

とします。 

「りそな・東京応援・資産分散ファンド」の場合 東京 

「りそな・埼玉応援・資産分散ファンド」の場合 埼玉 

「りそな・多摩応援・資産分散ファンド」の場合 多摩 

「りそな・神奈川応援・資産分散ファンド」の場合 神奈川 

「りそな・中部応援・資産分散ファンド」の場合 中部 

「りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド」の場合 京都滋賀 

「りそな・大阪応援・資産分散ファンド」の場合 大阪 

「りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド」の場合 兵庫 

 

（信託の種類、委託者および受託者、信託事務の委託） 

第 1条 この信託は、証券投資信託であり、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、りそな信託

銀行株式会社を受託者とします。 

② 受託者は、信託法第26条第1項に基づく信託事務の委任として、信託事務の処理の一部につい

て、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼営の認可を

受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第1

項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条におい

て同じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。 

③ 前項における利害関係人に対する業務の委託については、信託財産を害するおそれがないと認

められる場合に行なうものとします。この場合、信託財産を害するおそれがないと認められる場

合とは、利害関係人に対する業務の委託にかかる条件が市場水準等に照らし公正と認められる条

件である場合をいいます。 

（信託の目的および金額） 

第 2条 委託者は、金（※）億円を上限として受益者のために利殖の目的をもって信託し、受託者はこ

れを引き受けます。 

（信託金の限度額） 

第 3条 委託者は、受託者と合意のうえ、（※）億円を限度として信託金を追加することができます。 

② 追加信託が行なわれたときは、受託者はその引き受けを証する書面を委託者に交付します。 

③ 委託者は、受託者と合意のうえ、第1項の限度額を変更することができます。 

（信託期間） 
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第 4条 この信託の期間は、信託契約締結日から平成28年10月13日までとします。 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法第2条第3項第1号に掲げる場合に該

当し、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託者の指定する受益証券取得申込者

とし、第7条の規定により分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属

します。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条 委託者は、第2条の規定による受益権については（※）億口を上限として、追加信託によって生

じた受益権については、これを追加信託のつど第8条第1項の追加口数に、それぞれ均等に分割し

ます。 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できます。 

③ 第2項の規定により受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に1口未

満の端数が生じることとなる場合には、当該端数を1口に切り上げるものとします。また、各受

益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託者が計算

する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託者が計算する受益権口数

を当該差分増やし、当該口数にかかる金額については損金として計上することとします。 

（追加信託の価額および口数、基準価額の計算方法） 

第 8条 追加信託金は、追加信託を行なう日の前営業日の基準価額に、当該追加信託にかかる受益権の

口数を乗じた額とします。 

② この約款において基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規

則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を

控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権口数で除した金額

をいいます。 

③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他の

資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧

客電信売買相場の仲値によって計算します。 

④ 第24条に規定する予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日の対顧客先物売買相

場の仲値によるものとします。 

（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する収益分配金交付票付の無記名式の受

益証券を発行します。 

② 委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10口券、50口券、100口券、500口券、1,000口

券、5,000口券、1万口券、5万口券、10万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券

および5,000万口券の16種類とします。 

③ 別に定める積立投資約款に従い取得申込者が結んだ積立投資契約または保護預り契約に基づ

いて委託者の指定する登録金融機関（証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいい

ます。以下「指定販売会社」といいます。）が保管する受益証券の種類は、前項に定めるものの

ほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券とすることができます。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 

第11条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するときは、その発行する受益証券がこの信

託約款に適合する旨の受託者の認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し記名捺印することによって行

ないます。 

（受益証券の申込単位および価額） 

第12条 指定販売会社は、第10条の規定により発行される受益証券の取得申込者に対し、最低単位を1

円単位または1口単位として指定販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができ

ます。ただし、指定販売会社と積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって

取得の申込に応じることができるものとします。 

② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める取引所のいずれかの休業日と同じ日付

の日を取得申込受付日とする受益証券の取得申込の受付を行ないません。 
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③ 第1項の受益証券の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、指定販売会社が別に定

める手数料ならびに当該手数料にかかる消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）

に相当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前の取得申込にかかる受

益証券の価額は、1口につき1円に、指定販売会社が別に定める手数料および当該手数料にかかる

消費税等に相当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受

益証券の価額は、原則として、第34条に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 

（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続） 

第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したときは、無記名式の受益証券と引き

換えに記名式の受益証券を、または記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付し

ます。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義書換を委託者に請求すること

ができます。 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定する毎計算期間の末日の翌日から15日間停

止します。 

（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 

第14条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によらなければ、委託者および受託者

に対抗することができません。 

（無記名式の受益証券の再交付） 

第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催告による除権判決の謄本を添え、

委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 

（記名式の受益証券の再交付） 

第16条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の定める手続によって再交付を請求

したときは、記名式の受益証券を再交付します。 

（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第17条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証券を添え、委託者の定める手続に

よって再交付を請求したときは、受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、

前2条の規定を準用します。 

（受益証券の再交付の費用） 

第18条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実費を請求することができます。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第19条 この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。 

1. 次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいい

ます。以下同じ。） 

イ．有価証券 

ロ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条第1項第5号に掲げる

もの 

ハ．約束手形 

ニ．金銭信託の受益権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第33条第1項第7号

に掲げるもの 

2．次に掲げる特定資産以外の資産 

イ．為替手形 

（投資の対象とする有価証券の範囲等） 

第20条 委託者は、信託金を、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、りそな信託銀行株式会社

を受託者として締結された次の第1号から第3号までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザー

ファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の第4号から第6号までに掲げる有価証券に投

資することを指図することができます。 

 1. （※）応援マザーファンドの受益証券 

 2. ハイグレード・ソブリン・マザーファンドの受益証券 

 3. 世界ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券 

 4. コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等 

 5. 外国または外国法人の発行する証券または証書で、前号の証券または証書の性質を有するも

の 

 6. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 
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（受託者の自己または利害関係人等との取引） 

第21条 受託者は、信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資法

人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図により、受託者および受託

者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第4条第1項にて準用する信託業法第

29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下この条において同じ。）、第25条第2項に

定める信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の信託財産との間で、第

19条および第20条に定める資産への投資を、信託業法、投資信託及び投資法人に関する法律なら

びに関連法令に反しない限り行なうことができます。 

② 前項の取扱いは、第24条、第29条および第30条における委託者の指図による取引についても同

様とします。 

（運用の基本方針） 

第22条 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針に従って、その指図を行

ないます。 

（特別の場合の外貨建有価証券への投資制限） 

第23条 外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ

る場合には、制約されることがあります。 

（外国為替予約取引の指図） 

第24条 委託者は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう

ち信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマ

ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額を

いいます。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約

を指図することができます。 

（信託業務の委託） 

第25条 受託者は、委託者と協議のうえ、信託財産に属する資産の保管および処分ならびにこれに付随

する業務の全部または一部について、金融機関、証券会社、外国の法令に準拠して外国において

有価証券の保管を業として営む者およびこれらの子会社等で有価証券の保管を業として営む者

に委託することができます。 

② 受託者は、前項のうち信託業法第22条第1項に定める信託業務の委託をするときは、以下に掲

げる基準のすべてに適合するものを委託先として選定します。 

 1. 委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと 

2. 委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認めら

れること 

3. 信託財産の保管等を委託する場合においては、当該財産の分別管理を行なう体制が整備され

ていること 

4. 内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること 

③ 受託者は、前項に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前項各号に掲げる基準に適

合していることを確認するものとします。 

（有価証券の保管） 

第26条  受託者は、信託財産に属する有価証券を、法令等に基づき、保管振替機関に預託し保管させる

ことができます。 

（混蔵寄託） 

第27条 金融機関または証券会社から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する

取引により取得した外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、

当該金融機関または証券会社が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または証券会社の

名義で混蔵寄託できるものとします。 

（信託財産の表示および記載の省略） 

第28条 信託財産に属する有価証券については、委託者または受託者が必要と認める場合のほか、信託

の表示および記載をしません。 

（一部解約の請求および有価証券売却等の指図） 

第29条 委託者は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券にかかる信託契約の一部解約の請求お

よび信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。 

（再投資の指図） 

第30条 委託者は、前条の規定による一部解約代金および売却代金、有価証券にかかる償還金等、有価

証券等にかかる利子等およびその他の収入金を再投資することの指図ができます。 
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（資金の借入れ） 

第31条 委託者は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払

資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コ

ール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって

有価証券等の運用は行なわないものとします。 

② 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信

託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間、または受益者への解約代金支払開始日

から信託財産で保有する金融商品の解約代金の入金日までの間、もしくは受益者への解約代金支

払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である

場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券の売却代金、金融商品の解約代金および有価証

券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入指図を行なう日における信

託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。 

③ 収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌

営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。 

④ 借入金の利息は信託財産中から支弁します。 

（損益の帰属） 

第32条 委託者の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属し

ます。 

（受託者による資金の立替え） 

第33条 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託者の申出があるときは、受託者

は資金の立替えをすることができます。 

② 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収

入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、受託者がこれを立替えて信

託財産に繰り入れることができます。 

③ 前2項の立替金の決済および利息については、受託者と委託者との協議によりそのつど別にこ

れを定めます。 

（信託の計算期間） 

第34条 この信託の計算期間は、毎月14日から翌月13日までとします。ただし、第1計算期間は、平成18

年9月27日から平成18年10月13日までとします。 

② 前項の規定にかかわらず、前項の規定により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」

といいます。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から

次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。 

（信託財産に関する報告） 

第35条 受託者は、毎計算期末に損益計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを委託

者に提出します。 

② 受託者は、信託終了のときに最終計算を行ない、信託財産に関する報告書を作成して、これを

委託者に提出します。 

（信託事務の諸費用および監査報酬） 

第36条 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託者の立替えた立替金の利息およ

び信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額（以下「諸

経費」といいます。）は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。 

② 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づい

て益金が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）

は、受益者の負担とし、当該益金から支弁します。 

（信託報酬等の額および支弁の方法） 

第37条 委託者および受託者の信託報酬の総額は、第34条に規定する計算期間を通じて毎日、信託財産

の純資産総額に年10,000分の125の率を乗じて得た額とし、委託者と受託者との間の配分は別に

定めます。 

② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。 

③ 第1項の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から

支弁します。 

④ 委託者は、この信託において主要投資対象とする世界ＲＥＩＴマザーファンドの運用の指図に

関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を支払うものとし、その額は当該マザーファンドの
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日々の純資産総額に年10,000分の57以内の率を乗じて得た額とします。報酬の支払いは、毎年3

月9日および9月9日または信託終了のときに行なうものとします。 

（収益の分配方式） 

第38条 信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。ただし、第1およ

び第2計算期末には、収益の分配は行ないません。 

 1. 配当金、利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額（以下「配当等収益」と

いいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控

除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるた

め、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。 

 2. 売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、信託

報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、

その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降

の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。 

② 毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰越します。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第39条 収益分配金は、第1および第2計算期間を除く毎計算期間終了日後1カ月以内の委託者の指定する

日から収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

委託者は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を指定販売会社に支払います。こ

の場合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得の

申込に応じるものとします。 

③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下

同じ。）は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支

払います。 

④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、5営業日目から受益者に支払

います。 

⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金および一部解約金の支払いは、指

定販売会社の営業所等において行なうものとします。 

⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託

時の受益証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめ、その印鑑を届け出るものとし、第1項の場

合には収益分配金交付票に、第3項および第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺する

ものとします。 

  ⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、相違ないものと認めて収益分

配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があって

も、そのために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに関する受託者の免責） 

第40条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還金につ

いては前条第3項に規定する支払開始日の前日までに、一部解約金については前条第4項に規定す

る支払開始日までに、その全額を委託者に交付します。 

② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および一部解約金を交付した後は、

受益者に対する支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第41条 受益者が、収益分配金については第39条第1項に規定する支払開始日から5年間その支払いを請

求しないときならびに信託終了による償還金については第39条第3項に規定する支払開始日から

10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受託者から交付を受けた金銭

は、委託者に帰属します。 

（信託契約の一部解約） 

第42条 受益者は、自己の有する受益証券につき、最低単位を1口単位として指定販売会社が定める単位

（積立投資契約にかかる受益証券については、1口の整数倍とします。）をもって、委託者に一部

解約請求をすることができます。 

  ② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。た

だし、委託者は、別に定める取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日と

する一部解約請求の受付を行ないません。 
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③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対し、受益証券をもって行なう

ものとします。 

⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

あるときは、第1項による一部解約請求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった

当日の一部解約請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しな

い場合には、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の

計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、第3項の規定に準じて算出した価額とします。 

（信託契約の解約） 

第43条 委託者は、信託期間中において、受益権の口数が30億口を下ることとなった場合もしくはこの

信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発

生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を

記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託

契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、第1項の信託契約の解約をしません。 

⑤ 委託者は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交

付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行ないません。 

⑥ 第3項から前項までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている

場合であって、第3項の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが

困難な場合には適用しません。 

（信託契約に関する監督官庁の命令） 

第44条 委託者は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、信託契

約を解約し信託を終了させます。 

② 委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、第48条の規定

に従います。 

（委託者の認可取消等に伴う取扱い） 

第45条 委託者が監督官庁より認可の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、

委託者は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 前項の規定にかかわらず、監督官庁がこの信託契約に関する委託者の業務を他の投資信託委託

業者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、第48条第4項に該当する場合を除き、当該投

資信託委託業者と受託者との間において存続します。 

（委託者の事業の譲渡および承継に伴う取扱い） 

第46条 委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この信託契約に関する

事業を譲渡することがあります。 

  ② 委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この信託

契約に関する事業を承継させることがあります。 

（受託者の辞任に伴う取扱い） 

第47条 受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。この場合、委託者は、

第48条の規定に従い、新受託者を選任します。 

  ② 委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの信託契約を解約し、信託を終了させま

す。 

（信託約款の変更） 

第48条 委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、

受託者と合意のうえ、この信託約款を変更することができます。この場合において、委託者は、

あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。 

② 委託者は、前項の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
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とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる

知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して

書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

③ 前項の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託者に対して異議を述

べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

④ 前項の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超え

るときは、第1項の信託約款の変更をしません。 

⑤ 委託者は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公

告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款にかかる知られたる受益者に対して交

付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則

として、公告を行ないません。 

（反対者の買取請求権） 

第49条  第43条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条の規定に従い信託約款の変更を行

なう場合において、第43条第3項または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた

受益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもって買取るべき旨を請求する

ことができます。 

（信託期間の延長） 

第50条 委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託者

と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 

（公告） 

第51条 委託者が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 

第52条 この信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託者と受託者との協議により定めます。 

 

（付   則） 

 

第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について受益証券取得申込者と指定販売会

社が締結する「積立投資約款」と別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとし

ます。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとします。 

第 2条 第39条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令第27条の規定によるものとし、受益

者ごとの信託時の受益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数

により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、同条同項に規定する「受

益者ごとの信託時の受益証券の価額等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価

額をいい、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとしま

す。 

第 3条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める日以降

「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振

替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受けることとし、

同日以降に追加信託される受益権の帰属は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱

うことについて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」をいい、以下「振

替機関」といいます。）および当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口

座管理機関」をいいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、

振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。当

該振替受益権は、受益証券とみなされ、この信託約款の適用を受けるものとし、委託者は、この

信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合ま

たは当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場

合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、約款本文の規定にかかわ

らず、平成19年1月4日以降、委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式等

の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のうえ、同法に定めるところに従い、

一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。 

② 平成19年1月4日前に信託された受益権にかかる受益証券を保有する受益者は、自己の有する受

益証券につき、委託者に振替受入簿に記載または記録を申請するよう請求することができます。 

③ 委託者は、前項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求を受け付けた場合には、当該請求

に基づき当該受益証券にかかる受益権を振替受入簿に記載または記録を申請します。この場合に
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おいて、委託者は、指定販売会社に当該申請の手続を委任することができます。 

④ 受益者が第2項の振替受入簿に記載または記録の申請の請求をするときは、指定販売会社に対し、

受益証券をもって行なうものとします。なお、振替受入簿に記載または記録された受益権にかか

る受益証券（当該記載または記録以降に到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含

みます。）は無効となり、当該記載または記録による振替受益権は、受益証券とみなされ、この

信託約款の適用を受けるものとします。ただし、一旦、振替受入簿に記載または記録された受益

権については、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取

り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する

者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、受益者は受益証券の発行を請求

しないものとします。 

⑤ 委託者は、委託者が受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記載または記録を申請

することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大なものとして

約款本文の信託約款変更の規定に従います。ただし、この場合において、振替受入簿の記載また

は記録を申請することについて委託者に代理権を付与することについて同意をしている受益者

へは、変更しようとする旨およびその内容を記載した書面の交付を原則として行ないません。 

⑥ 委託者が、前項の信託約款変更を行なった場合、原則としてこの信託の平成18年12月29日現在

の全ての受益権（受益権につき、既に信託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約に

かかる一部解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みます。）を受益者を代理

して平成19年1月4日に振替受入簿に記載または記録するよう申請します。ただし、保護預りでは

ない受益証券にかかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を確認した後当

該申請を行なうものとします。 

⑦ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合、平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にか

かる一部解約請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権をもって行なうもの

とします。ただし、平成19年1月4日以降に一部解約金が受益者に支払われることとなる一部解約

請求で、平成19年1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受

益証券をもって行なうものとします。 

⑧ 委託者が第5項の信託約款変更を行なった場合においても、平成19年1月4日以降約款本文に規定

する時効前の収益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、当該収

益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

 

 

 

平成18年 9月27日 

 

                        

                  委託者   大和証券投資信託委託株式会社 

                           

 

 

                        

                  受託者   りそな信託銀行株式会社 

                           

 

 

 

Ⅰ 別に定める取引所 

 

 約款第12条および第42条の「別に定める取引所」とは、次のものをいいます。 

 

ニューヨーク証券取引所 

ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦＥ） 

オーストラリア証券取引所 



 1 

信託約款（平成19年1月4日適用予定）の変更内容について 

 

平成18年12月29日現在存在する受益証券を含む「追加型証券投資信託（りそな・東京応援・資産分散ファン

ド）」、「追加型証券投資信託（りそな・埼玉応援・資産分散ファンド）」、「追加型証券投資信託（りそ

な・多摩応援・資産分散ファンド）」、「追加型証券投資信託（りそな・神奈川応援・資産分散ファンド）」、

「追加型証券投資信託（りそな・中部応援・資産分散ファンド）」、「追加型証券投資信託（りそな・京都滋

賀応援・資産分散ファンド）」、「追加型証券投資信託（りそな・大阪応援・資産分散ファンド）」、「追加

型証券投資信託（りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド）」の受益証券を原則としてすべて振替受益権と

するため、委託者は、平成19年1月4日適用予定で重大な約款変更を行なう予定です。下記の表は、この場合の

信託約款の変更内容について記載しております。 

なお、重大な約款変更の内容についてあらかじめお知らせすることを目的としておりますので、単純な参照条

文の変更（読み替え）は割愛している場合があります。 

 

 
下線部＿＿＿は変更部分を示します。 

（重大な約款変更後の約款の内容） （平成18年9月27日現在の約款の内容） 
 

（受益権の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益権の取得申込の勧誘は、証券取引法第

2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に関
する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託
者の指定する受益権取得申込者とし、第7条の規定により分割され

た受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま

す。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条  （略） 

② 委託者は、受益権の再分割を行ないません。ただし、社債、株式

等の振替に関する法律が施行された場合には、受託者と協議のう

え、同法に定めるところに従い、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。 
  （削  除） 

 

 

 

 

 
 

 

 
（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異

を生ずることはありません。 

（受益権の帰属と受益証券の不発行） 

第10条 この信託の受益権は、平成19年1月4日より、社債等の振替に

関する法律（政令で定める日以降「社債、株式等の振替に関する法
律」となった場合は読み替えるものとし、「社債、株式等の振替に

関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の

適用を受けることとし、同日以降に追加信託される受益権の帰属
は、委託者があらかじめこの投資信託の受益権を取り扱うことにつ

いて同意した一の振替機関（社振法第2条に規定する「振替機関」

をいい、以下「振替機関」といいます。）および当該振替機関の下

位の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をい

い、振替機関を含め、以下「振替機関等」といいます。）の振替口

座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口
座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益

権」といいます。）。 

② 委託者は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定
により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を

失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在し

ない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を

表示する受益証券を発行しません。なお、受益者は、委託者がやむ

を得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受

 

（受益証券の取得申込の勧誘の種類） 

第 5条 この信託にかかる受益証券の取得申込の勧誘は、証券取引法

第2条第3項第1号に掲げる場合に該当し、投資信託及び投資法人に
関する法律第2条第13項で定める公募により行なわれます。 

（当初の受益者） 

第 6条 この信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託
者の指定する受益証券取得申込者とし、第7条の規定により分割さ

れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属しま

す。 

（受益権の分割および再分割） 

第 7条  （同  左） 

② 委託者は、受託者と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再

分割できます。 

 

 
③ 第2項の規定により受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者

が保有する受益権口数に1口未満の端数が生じることとなる場合に

は、当該端数を1口に切り上げるものとします。また、各受益者が

保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率

に基づき委託者が計算する受益権口数の合計数との間に差が生じる

こととなる場合には、委託者が計算する受益権口数を当該差分増や
し、当該口数にかかる金額については損金として計上することとし

ます。 

 
（信託日時の異なる受益権の内容） 

第 9条 この信託の受益権は、信託の日時を異にすることにより差異

を生ずることはありません。 

（受益証券の発行および種類） 

第10条 委託者は、第7条の規定により分割された受益権を表示する

収益分配金交付票付の無記名式の受益証券を発行します。 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

  （新  設） 
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益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無
記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行なわ

ないものとします。 

③ 委託者は、第7条の規定により分割された受益権について、振替

機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に

定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等

は、委託者から振替機関への通知があった場合、社振法の規定に従
い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ないま

す。 

④ 委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿に記
載または記録を申請することができるものとし、原則としてこの信

託の平成18年12月29日現在の全ての受益権（受益権につき、既に信

託契約の一部解約が行なわれたもので、当該一部解約にかかる一部

解約金の支払開始日が平成19年1月4日以降となるものを含みま

す。）を受益者を代理して平成19年1月4日に振替受入簿に記載また

は記録するよう申請します。ただし、保護預りではない受益証券に
かかる受益権については、信託期間中において委託者が受益証券を

確認した後当該申請を行なうものとします。振替受入簿に記載また

は記録された受益権にかかる受益証券（当該記載または記録以降に
到来する計算期間の末日にかかる収益分配金交付票を含みます。）

は無効となり、当該記載または記録により振替受益権となります。

また、委託者は、受益者を代理してこの信託の受益権を振替受入簿

に記載または記録を申請する場合において、委託者の指定する登録

金融機関（証券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をい

います。以下「指定販売会社」といいます。）に当該申請の手続を
委任することができます。 

  （削  除） 

 
 

 

  （削  除） 

 

 

 
 

 

（受益権の設定にかかる受託者の通知） 
第11条 受託者は、追加信託により生じた受益権については追加信託

のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にか

かる信託を設定した旨の通知を行ないます。 

  （削  除） 

 

（受益権の申込単位および価額） 
第12条 指定販売会社は、第7条第1項の規定により分割される受益権

の取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指定

販売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができま
す。ただし、指定販売会社と別に定める積立投資約款に従い積立投

資契約を結んだ取得申込者に限り、1口の整数倍をもって取得の申

込に応じることができるものとします。 

② 前項の取得申込者は指定販売会社に、取得申込と同時にまたはあ

らかじめ、自己のために開設されたこの信託の受益権の振替を行な

うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、

指定販売会社は、当該取得申込の代金（第4項の受益権の価額に当

該取得申込の口数を乗じて得た額をいいます。）の支払いと引き換
えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または

記録を行なうことができます。 

③ 第1項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める取引所

のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権

の取得申込の受付を行ないません。 

④ 第1項の受益権の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額
に、指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかかる

消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相当

する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日前
の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、指定販売

会社が別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当

する金額を加算した価額とします。 

⑤ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益

分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、第34条に

規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
（受益権の譲渡にかかる記載または記録） 

 
 

 

  （新  設） 

 

 

 
 

 

  （新  設） 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

② 委託者が発行する受益証券は、1口券、5口券、10口券、50口券、

100口券、500口券、1,000口券、5,000口券、1万口券、5万口券、10
万口券、50万口券、100万口券、500万口券、1,000万口券および

5,000万口券の16種類とします。 

③ 別に定める積立投資約款に従い取得申込者が結んだ積立投資契約

または保護預り契約に基づいて委託者の指定する登録金融機関（証

券取引法第65条の2第3項に規定する登録金融機関をいいます。以下

「指定販売会社」といいます。）が保管する受益証券の種類は、前
項に定めるもののほか、1口の整数倍の口数を表示した受益証券と

することができます。 

（受益証券の発行についての受託者の認証） 
第11条 委託者は、前条第1項の規定により受益証券を発行するとき

は、その発行する受益証券がこの信託約款に適合する旨の受託者の

認証を受けなければなりません。 

② 前項の認証は、受託者の代表取締役がその旨を受益証券に記載し

記名捺印することによって行ないます。 

（受益証券の申込単位および価額） 
第12条 指定販売会社は、第10条の規定により発行される受益証券の

取得申込者に対し、最低単位を1円単位または1口単位として指定販

売会社が定める単位をもって取得の申込に応じることができます。
ただし、指定販売会社と積立投資契約を結んだ取得申込者に限り、

1口の整数倍をもって取得の申込に応じることができるものとしま

す。 

  （新  設） 

 

 
 

 

 
 

 

② 前項の規定にかかわらず、指定販売会社は、別に定める取引所の

いずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益証券

の取得申込の受付を行ないません。 

③ 第1項の受益証券の価額は、取得申込受付日の翌営業日の基準価
額に、指定販売会社が別に定める手数料ならびに当該手数料にかか

る消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）に相

当する金額を加算した価額とします。ただし、この信託契約締結日
前の取得申込にかかる受益証券の価額は、1口につき1円に、指定販

売会社が別に定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相

当する金額を加算した価額とします。 

④ 前項の規定にかかわらず、受益者が積立投資契約に基づいて収益

分配金を再投資する場合の受益証券の価額は、原則として、第34条

に規定する各計算期間終了日の基準価額とします。 
（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続） 
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第13条 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受
益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口

座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。 

 

② 前項の申請のある場合には、前項の振替機関等は、当該譲渡にか

かる譲渡人の保有する受益権の口数の減少および譲受人の保有する

受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
録するものとします。ただし、前項の振替機関等が振替先口座を開

設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振

替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）に社振法
の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載ま

たは記録が行なわれるよう通知するものとします。 

③ 委託者は、第1項に規定する振替について、当該受益者の譲渡の

対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる

振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場

合等において、委託者が必要と認めるときまたはやむを得ない事情
があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けること

ができます。 

（受益権の譲渡の対抗要件） 
第14条 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載また

は記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができ

ません。 

 

第15条  （削  除） 

 
 

 

第16条  （削  除） 
 

 

 

第17条  （削  除） 

 

 
 

 

第18条  （削  除） 
 

（投資の対象とする資産の種類） 

第19条  （略） 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第39条 収益分配金は、第1および第2計算期間を除く毎計算期間終了
日後1カ月以内の委託者の指定する日から、毎計算期間の末日にお

いて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者

（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が
行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配

金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金

支払前のため指定販売会社の名義で記載または記録されている受益

権については原則として取得申込者とします。）に支払います。な

お、平成19年1月4日以降においても、第41条に規定する時効前の収

益分配金にかかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するもの
とし、当該収益分配金交付票と引き換えに受益者に支払います。 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を

再投資する受益者に対しては、受託者が委託者の指定する預金口座
等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日

に収益分配金が指定販売会社に支払われます。この場合、指定販売

会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権

の取得の申込に応じるものとします。当該取得申込により増加した

受益権は、第10条第3項の規定に従い、振替口座簿に記載または記

録されます。 
③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1カ月以内

の委託者の指定する日から、信託終了日において振替機関等の振替
口座簿に記載または記録されている受益者（信託終了日以前におい

て一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該信託終了日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた

め指定販売会社の名義で記載または記録されている受益権について

は原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受

益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託者がこ
の信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口

第13条 委託者は、受益者が委託者の定める手続によって請求したと
きは、無記名式の受益証券と引き換えに記名式の受益証券を、また

は記名式の受益証券と引き換えに無記名式の受益証券を交付しま

す。 

② 記名式の受益証券の所持人は、委託者の定める手続によって名義

書換を委託者に請求することができます。 

 
 

 

 
 

 

③ 前項の規定による名義書換の手続は、第34条に規定する毎計算期

間の末日の翌日から15日間停止します。 

 

 
 

 

（記名式の受益証券譲渡の対抗要件） 
第14条 記名式の受益証券の譲渡は、前条の規定による名義書換によ

らなければ、委託者および受託者に対抗することができません。 

 

（無記名式の受益証券の再交付） 

第15条 委託者は、無記名式の受益証券を喪失した受益者が、公示催

告による除権判決の謄本を添え、委託者の定める手続によって再交
付を請求したときは、無記名式の受益証券を再交付します。 

（記名式の受益証券の再交付） 

第16条 委託者は、記名式の受益証券を喪失した受益者が、委託者の
定める手続によって再交付を請求したときは、記名式の受益証券を

再交付します。 

（受益証券を毀損した場合等の再交付） 

第17条 委託者は、受益証券を毀損または汚染した受益者が、受益証

券を添え、委託者の定める手続によって再交付を請求したときは、

受益証券を再交付します。ただし、真偽を鑑別しがたいときは、前
2条の規定を準用します。 

（受益証券の再交付の費用） 

第18条 委託者は、受益証券を再交付するときは、受益者に対して実
費を請求することができます。 

（投資の対象とする資産の種類） 

第19条  （同  左） 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の支払い） 

第39条 収益分配金は、第1および第2計算期間を除く毎計算期間終了
日後1カ月以内の委託者の指定する日から収益分配金交付票と引き

換えに受益者に支払います。 

 
 

 

 

 

 

 
 

② 前項の規定にかかわらず、積立投資契約に基づいて収益分配金を

再投資する受益者に対しては、委託者は原則として毎計算期間終了
日の翌営業日に収益分配金を指定販売会社に支払います。この場

合、指定販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に

かかる受益証券の取得の申込に応じるものとします。 

 

 

 
③ 償還金（信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数

で除した額をいいます。以下同じ。）は、信託終了日後1カ月以内

の委託者の指定する日から受益証券と引き換えに受益者に支払いま
す。 
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数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当
該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行

なわれます。また、受益証券を保有している受益者に対しては、償

還金は、信託終了日後1カ月以内の委託者の指定する日から受益証

券と引き換えに当該受益者に支払います。 

④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、

5営業日目から受益者に支払います。 
⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金お

よび一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行な

うものとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原

則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額等に応じて計算され

るものとします。 

  （削  除） 

 

 
 

  （削  除） 

 
 

 

（収益分配金、償還金および一部解約金の払い込みと支払いに関する

受託者の免責） 

第40条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了

日の翌営業日までに、償還金については前条第3項に規定する支払
開始日の前日までに、一部解約金については前条第4項に規定する

支払開始日までに、その全額を委託者の指定する預金口座等に払い

込みます。 
② 受託者は、前項の規定により委託者の指定する預金口座等に収益

分配金、償還金および一部解約金を払い込んだ後は、受益者に対す

る支払いにつき、その責に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第41条 受益者が、収益分配金については第39条第1項に規定する支

払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については第39条第3項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託者から

交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
（信託契約の一部解約） 

第42条 受益者は、自己に帰属する受益権につき、最低単位を1口単

位として指定販売会社が定める単位（積立投資契約にかかる受益権

については、1口の整数倍とします。）をもって、委託者に一部解

約請求をすることができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託
契約の一部を解約します。ただし、委託者は、別に定める取引所の

いずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部

解約請求の受付を行ないません。なお、前項の一部解約請求を行な
う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受

益者の請求にかかるこの信託契約の一部解約を委託者が行なうのと

引き換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数と同口数の抹消の

申請を行なうものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座

において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準
価額とします。 

④ 平成19年1月4日以降の信託契約の一部解約にかかる一部解約の実

行の請求を受益者がするときは、指定販売会社に対し、振替受益権
をもって行なうものとします。ただし、平成19年1月4日以降に一部

解約金が受益者に支払われることとなる一部解約請求で、平成19年

1月4日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となること

が確実な受益証券をもって行なうものとします。 

⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約請
求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は

当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することが
できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合に

は、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の

最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとして、

第3項の規定に準じて算出した価額とします。 

（質権口記載または記録の受益権の取扱い） 

第42条の2 振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録され
ている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部解約請求の受付、

 
 

 

 

 

④ 一部解約金は、一部解約請求受付日から起算して、原則として、

5営業日目から受益者に支払います。 
⑤ 前各項（第2項を除きます。）に規定する収益分配金、償還金お

よび一部解約金の支払いは、指定販売会社の営業所等において行な

うものとします。 
⑥ 収益分配金、償還金および一部解約金にかかる収益調整金は、原

則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等に応じて計算さ

れるものとします。 

⑦ 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめ、その印鑑を届

け出るものとし、第1項の場合には収益分配金交付票に、第3項およ

び第4項の場合には受益証券に、記名し届出印を押捺するものとし
ます。 

⑧ 委託者は、前項の規定により押捺された印影を届出印と照合し、

相違ないものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金
の支払いをしたときは、印鑑の盗用その他の事情があっても、その

ために生じた損害について、その責を負わないものとします。 

（収益分配金、償還金および一部解約金の委託者への交付と支払いに

関する受託者の免責） 

第40条 受託者は、収益分配金については原則として毎計算期間終了

日の翌営業日までに、償還金については前条第3項に規定する支払
開始日の前日までに、一部解約金については前条第4項に規定する

支払開始日までに、その全額を委託者に交付します。 

 
② 受託者は、前項の規定により委託者に収益分配金、償還金および

一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、その責

に任じません。 

（収益分配金および償還金の時効） 

第41条 受益者が、収益分配金については第39条第1項に規定する支

払開始日から5年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
による償還金については第39条第3項に規定する支払開始日から10

年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託者が受

託者から交付を受けた金銭は、委託者に帰属します。 
（信託契約の一部解約） 

第42条 受益者は、自己の有する受益証券につき、最低単位を1口単

位として指定販売会社が定める単位（積立投資契約にかかる受益証

券については、1口の整数倍とします。）をもって、委託者に一部

解約請求をすることができます。 

② 委託者は、前項の一部解約請求を受け付けた場合には、この信託
契約の一部を解約します。ただし、委託者は、別に定める取引所の

いずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする一部

解約請求の受付を行ないません。 
 

 

 

 

 

③ 前項の一部解約の価額は、一部解約請求受付日の翌営業日の基準
価額とします。 

④ 受益者が第1項の一部解約請求をするときは、指定販売会社に対

し、受益証券をもって行なうものとします。 
 

 

 

 

⑤ 委託者は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停

止その他やむを得ない事情があるときは、第1項による一部解約請
求の受付を中止することができます。 

⑥ 前項により一部解約請求の受付が中止された場合には、受益者は

当該受付中止以前に行なった当日の一部解約請求を撤回することが
できます。ただし、受益者がその一部解約請求を撤回しない場合に

は、当該受益証券の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後

の最初の基準価額の計算日に一部解約請求を受け付けたものとし

て、第3項の規定に準じて算出した価額とします。 

  （新  設） 
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一部解約金および償還金の支払い等については、この約款によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。 

（信託契約の解約） 

第43条  （略） 

 

（反対者の買取請求権） 

第49条 第43条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条
の規定に従い信託約款の変更を行なう場合において、第43条第3項

または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受

益者は、受託者に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもっ
て買取るべき旨を請求することができます。 

（信託期間の延長） 

第50条  （略） 

（公告） 

第51条  （略） 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第52条  （略） 

（付  則） 

第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について
受益権取得申込者と指定販売会社が締結する「積立投資約款」と別

の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとします。

この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるものとし

ます。 

第 2条 第39条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令

第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益権の価額
と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数によ

り加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。また、

同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益権の価額等」と
は、原則として、受益者ごとの信託時の受益権の価額をいい、追加

信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整され

るものとします。 

（添付信託約款付則第3条を削除し、以下の内容に置き換えます。） 

第 3条 平成18年12月29日現在の信託約款第10条、第11条、第13条

（受益証券の記名式、無記名式への変更ならびに名義書換手続）か
ら第18条（受益証券の再交付の費用）の規定および受益権と読み替

えられた受益証券に関する規定は、委託者がやむを得ない事情等に

より受益証券を発行する場合には、なおその効力を有するものとし
ます。 

 

 
 

（信託契約の解約） 

第43条  （同  左） 

 

（反対者の買取請求権） 

第49条 第43条の規定に従い信託契約の解約を行なう場合または前条
の規定に従い信託約款の変更を行なう場合において、第43条第3項

または前条第3項の一定の期間内に委託者に対して異議を述べた受

益者は、受託者に対し、自己の有する受益証券を、信託財産をもっ
て買取るべき旨を請求することができます。 

（信託期間の延長） 

第50条  （同  左） 

（公告） 

第51条  （同  左） 

（信託約款に関する疑義の取扱い） 
第52条  （同  左） 

（付  則） 

第 1条 この約款において「積立投資約款」とは、この信託について
受益証券取得申込者と指定販売会社が締結する「積立投資約款」と

別の名称で同様の権利義務関係を規定する契約を含むものとしま

す。この場合、「積立投資約款」は当該別の名称に読み替えるもの

とします。 

第 2条 第39条第6項に規定する「収益調整金」は、所得税法施行令

第27条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受益証券の価
額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数に

より加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。ま

た、同条同項に規定する「受益者ごとの信託時の受益証券の価額
等」とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をい

い、追加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど

調整されるものとします。 

第 3条 （添付信託約款付則第3条をご参照ください。） 
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第三部 ファンドの詳細情報 

 

第１ ファンドの沿革 

 

平成 18 年 9 月 27 日 信託契約締結、当初設定、運用開始（予定） 

 

 

 

第２ 手続等 

 

１ 申込（販売）手続等 

 

 受益証券の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なう

ものとします。 

 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再

投資コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払い

コース」があります。 

 ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款

にしたがい契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。 

 販売会社は、受益証券の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売

会社が定める単位をもって、取得の申込みに応じることができます。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦＥ）

またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする

受益証券の取得申込みの受付けを行ないません。 

 お買付価額（1 万口当り）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額（当初申込期間中に

ついては 1 万口当り 1 万円）です。 

 お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、

消費税等が課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手

数料はかかりません。 

 継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後 3 時（年末年始など半休日においては

午前 11 時）までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完

了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌

営業日の取扱いとなります。 

◆ ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、社債等の振替に関する法律（政令で定める

日以降「社債、株式等の振替に関する法律」となった場合は読替えるものとし、「社債、株式

等の振替に関する法律」を含め「社振法」といいます。以下同じ。）の規定の適用を受ける予

定であり、受益権の帰属は、振替機関（株式会社 証券保管振替機構）および当該振替機関の

下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、

以下「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま

す（以下、振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」と

いいます。）。取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込

者が受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を申出るものとし、当該口座に当該取得

申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得

申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載ま

たは記録を行なうことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、

振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機

関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった

場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行ない
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ます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定

める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。 

 

 

 

２ 換金（解約）手続等 

 

 委託会社の各営業日の午後 3 時（年末年始など半休日においては午前 11 時）までに受付けた

換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受

付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 

 なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。 

＜一部解約＞ 

 受益者は、自己の有する受益証券について、最低単位を 1 口単位として販売会社が定める

単位をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。 

 委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。 

 ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン国際金融先物取引所（ＬＩＦＦ

Ｅ）またはオーストラリア証券取引所のいずれかの休業日と同じ日付の日を一部解約請求受

付日とする一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。 

 受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、受益証券をもって行なう

ものとします。 

 解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。 

 解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることがで

きるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社

のホームページでご覧になることもできます。 

 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

 1 万口当りの手取額は、次のとおりとします。 

＜個人の受益者の場合＞ 

 解約価額から所得税および地方税（解約価額が個別元本（※1）を上回っている場合その超

過額の 10％。なお、平成 20 年 4 月 1 日からは 20％。）を差引いた額とします。 

＜法人の受益者の場合＞ 

 解約価額から所得税（解約価額が個別元本（※1）を上回っている場合その超過額の 7％。

なお、平成 20 年 4 月 1 日からは 15％。）を差引いた額とします。 

 

 一部解約金にかかる収益調整金（※2）は、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の

価額等に応じて計算されるものとします。 

 委託会社は、証券取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない

事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の

実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一

部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請

求を撤回しない場合には、当該受益証券の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の

基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の

基準価額とします。 

 一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日か

ら起算して 5 営業日目から受益者に支払います。 
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 受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社に

交付します。受託会社は、委託会社に一部解約金を交付した後は、受益者に対する支払いに

つき、その責に任じません。 

（※1）個別元本とは、受益者ごとの信託時の受益証券の価額等（申込手数料および当該申込手
数料にかかる消費税等に相当する金額は含まれません。）をいいます。受益者ごとの信託時
の受益証券の価額等とは、原則として、受益者ごとの信託時の受益証券の価額をいい、追
加信託のつど当該口数により加重平均され、収益分配のつど調整されるものとします。 

（※2）収益調整金は、所得税法施行令第 27 条の規定によるものとし、受益者ごとの信託時の受
益証券の価額と元本との差額をいい、原則として、追加信託のつど当該口数により加重平
均され、収益分配のつど調整されるものとします｡ 

◆ ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、一部解約の

実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる

受益権の口数と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機

関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。 

 平成 19 年 1 月 4 日以降の換金にかかる換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をも

って行なうものとします。ただし、平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われる

こととなる換金の請求で、平成 19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益

権となることが確実な受益証券をもって行なうものとします。 

 平成 18 年 12 月 29 日時点での保護預りをご利用の方の受益証券は、原則として一括してす

べて振替受益権へ移行します。受益証券をお手許で保有されている方で、平成 19 年 1 月 4

日以降も引き続き保有された場合は、換金のお申込みに際して、個別に振替受益権とするた

めの所要の手続きが必要であり、この手続きには時間を要しますので、ご留意下さい。 

 

 

 

第３ 管理及び運営 

 

１ 資産管理等の概要 

 

(1) 資産の評価 

 基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当りの

価額をいいます。 

 純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および社団法人投資信託協会規則にしたが

って時価（注 1、注 2）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額

をいいます。 

 
（注 1）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。 
（注 2）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要 

・わが国の証券取引所上場株式：原則として証券取引所における計算日の最終相場（ジ
ャスダック証券取引所については、同所が発表する基準値段）で評価します。 

・公社債等：原則として、次のいずれかの価額で評価します。 
 1．証券会社、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）、2．価格情報会社の提
供する価額 

・海外の証券取引所上場の不動産投資信託証券：当該取引所における計算日に知り得
る直近の日の最終相場で評価します。 

 

 なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預

金その他の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における

計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則と

して、わが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。 
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 基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。 

 基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができるほか、原則

として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、委託会社のホームページで

ご覧になることもできます。 
 

・お電話によるお問合わせ先（委託会社） 

   電話番号 03-5643-5265（営業日の 9:00～17:00） 

・委託会社のホームページ 

   アドレス http://www.daiwa-am.co.jp/ 

 

(2) 保管 

 受益者は、保護預り契約に基づいて、受益証券を販売会社に保管（保護預り）させること

ができます。保護預りの場合、受益証券は混蔵保管されます。 

 ｢分配金再投資コース」をご利用の場合、受益証券は保護預りとさせていただきます。 

 保護預りを行なわない場合、受益証券は、受益者の責任において受益者により保管されま

す。 

 ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より、振替制度に移行する予定であり、受益権の

帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まり、受益証券を発

行しませんので、受益証券の保管に関する該当事項はなくなります。 

 

(3) 信託期間 

 平成 18 年 9 月 27 日から平成 28 年 10 月 13 日までとします。ただし、(5)①により信託契

約を解約し、信託を終了させることがあります。 

 委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受

託会社と合意のうえ、信託期間を延長することができます。 

 

(4) 計算期間 

 毎月 14 日から翌月 13 日までとします。ただし、第 1 計算期間は、平成 18 年 9 月 27 日か

ら平成 18 年 10 月 13 日までとします。 

 上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいま

す。）が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計

算期間が開始されるものとします。 

 

(5) その他 

① 信託の終了 

 1．委託会社は、受益権の口数が 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約

することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと

きは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。

この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま

す。 

 2．委託会社は、前 1.の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、

その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただ

し、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公

告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託契約の解約をしません。 

 5．委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理

由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者
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に対して交付します。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付し

たときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．前 3.から前 5.までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じ

ている場合であって、前 3.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を

行なうことが困難な場合には適用しません。 

 7．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが

い、信託契約を解約し、信託を終了させます。 

 8．委託会社が監督官庁より認可の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止

したときは、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁

が信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託業者に引継ぐことを命じたとき

は、②の 4.に該当する場合を除き、当該投資信託委託業者と受託会社との間において存

続します。 

 9．受託会社がその任務を辞任する場合において、委託会社が新受託会社を選任できない

ときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。 

② 信託約款の変更 

 1．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生し

たときは、受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合にお

いて、委託会社は、あらかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出

ます。 

 2．委託会社は、前 1.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、

変更しようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信

託約款にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべ

ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 3．前 2.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対し

て異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。 

 4．前 3.の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の

1 を超えるときは、前 1.の信託約款の変更をしません。 

 5．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびそ

の理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受

益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交

付したときは、原則として、公告を行ないません。 

 6．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1.か

ら前 5.までの規定にしたがいます。 

 7．委託会社は、委託会社が受益者を代理して受益権を振替受入簿に記載または記録を申

請することができる旨の信託約款変更をしようとする場合は、その変更の内容が重大な

ものとして前 2.の規定にしたがいます。ただし、この場合において、振替受入簿の記載

または記録を申請することについて委託会社に代理権を付与することについて同意をし

ている受益者へは、前 2.の書面の交付を原則として行ないません。 

③ 反対者の買取請求権 

 前①の 1.から 6.までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定

にしたがい信託約款の変更を行なう場合において、前①の 3.または前②の 3.の一定の期間

内に委託会社に対して異議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益証券を、

信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。 

④ 運用報告書 

 委託会社は、毎年 2 月および 8 月の計算期末に、期間中の運用経過のほか信託財産の内

容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成し、信託財産にかかる知られたる

受益者に対して交付します。 

⑤ 公告 
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 委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。 

⑥ 関係法人との契約の更改 

 委託会社と販売会社との間で締結される受益証券の募集・販売の取扱い等に関する契約

は、期間満了の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも

何ら意思の表示のないときは、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱い

についてもこれと同様とします。 

 

 

 

２ 受益者の権利等 

 

 信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益証券取得申込者

とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。 

 受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。 

① 収益分配金および償還金にかかる請求権 

 受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時

における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応

じて請求する権利を有します。 

 収益分配金は、第 1 および第 2 計算期間を除く毎計算期間終了日後 1 か月以内の委託会社

の指定する日（原則として決算日から起算して 5 営業日目）から、収益分配金交付票と引換

えに受益者に支払います。 

 上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、

委託会社は原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金を販売会社に支払います。

この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益証券の取得

の申込みに応じるものとします。この場合、販売会社は、1 口の整数倍をもって取得の申込

みに応じることができるものとします。 

 償還金は、信託終了日後 1 か月以内の委託会社の指定する日（原則として信託終了日から

起算して 5 営業日目）から、受益証券と引換えに受益者に支払います。 

 収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。 

 収益分配金および償還金にかかる収益調整金は、原則として、受益者ごとの信託時の受益

証券の価額等に応じて計算されるものとします。 

 受託会社は、収益分配金については原則として毎計算期間終了日の翌営業日までに、償還

金については受益者への支払開始日の前日までに、その全額を委託会社に交付します。受託

会社は、委託会社に収益分配金および償還金を交付した後は、受益者に対する支払いにつき、

その責に任じません。 

 受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときなら

びに信託終了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないとき

は、その権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。 

② 換金請求権 

 受益者は、保有する受益証券を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、

「第２ 手続等」の「２ 換金（解約）手続等」をご参照下さい。 

③ 記名式受益証券の場合の権利行使 

 記名式の受益証券を有する受益者は、あらかじめ、その印鑑を届出るものとし、収益分配

金の場合には収益分配金交付票に、償還金および一部解約金の場合には受益証券に、記名し

届出印を押捺するものとします。委託会社は、押捺された印影を届出印と照合し、相違ない

ものと認めて収益分配金および償還金もしくは一部解約金の支払いをしたときは、印鑑の盗

用その他の事情があっても、そのために生じた損害について、その責を負わないものとしま

す。 
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（注）ファンドの受益権は、平成 19 年 1 月 4 日より振替制度に移行する予定であり、その

場合の分配金は、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録

されている受益者（当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行

なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の

末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または

記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、毎計算期間終了

日後 1 か月以内の委託会社の指定する日（原則として決算日から起算して 5 営業日目）

からお支払いします。なお、平成 19 年 1 月 4 日以降においても、時効前の収益分配金に

かかる収益分配金交付票は、なおその効力を有するものとし、その収益分配金交付票と

引換えに受益者にお支払いします。なお、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投

資する場合には、分配金は税金を差引いた後無手数料で再投資されますが、再投資によ

り増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。 

償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益

者（償還日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、

当該償還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載

または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。 

換金の請求を受益者がするときは、振替受益権をもって行なうものとします。ただし、

平成 19 年 1 月 4 日以降に換金代金が受益者に支払われることとなる換金の請求で、平成

19 年 1 月 4 日前に行なわれる当該請求については、振替受益権となることが確実な受益

証券をもって行なうものとします。 

 

 

 

第４ ファンドの経理状況 

 

１ 財務諸表 

 

 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第

59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令

第133号）に基づいて作成され、監査法人による監査を受けたうえで、有価証券報告書に記載されます。 

 

(1) 貸借対照表 

 該当事項はありません。 

 

(2) 損益及び剰余金計算書 

 該当事項はありません。 

 

(3) 注記表 

 該当事項はありません。 

 

(4) 附属明細表 

 該当事項はありません。 
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２ ファンドの現況 

 

 

 該当事項はありません。 

 

（参考）ハイグレード・ソブリン・マザーファンド 

純資産額計算書 

平成18年6月30日 

 

Ⅰ 資産総額                 61,379,004,540円 

Ⅱ 負債総額                    763,948,502円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           60,615,056,038円 

Ⅳ 発行済数量                60,845,843,031口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）              0.9962円 

 

（参考）世界ＲＥＩＴマザーファンド 

純資産額計算書 

平成18年6月30日 

 

Ⅰ 資産総額                 61,582,052,024円 

Ⅱ 負債総額                    418,989,428円 

Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）           61,163,062,596円 

Ⅳ 発行済数量                56,824,359,196口 

Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）              1.0764円 

 

 

 

第５ 設定及び解約の実績 

 

 該当事項はありません。 
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